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ワークライフバランスをめぐる政治

一「仕事と生活の調和」のアジェンダ化と各アクターの戦略一
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序章

本稿では、平成19年12月に策定された「ワーク

ライフパランス憲章」成立過程におけるワークラ

イフパランス(仕事と生活の調和)のアジェンダ

化を、アクターの戦略に着目し検討する(I)曲。

「ワークライフパランス憲章」の策定は「経済財

政改草の基本方針(骨太の方針)2007Jに盛り込

まれ検討が開始されることから、本稿では「骨太

の方針2007Jの決定に至るまでの期間を取り上げ

ることにする。ワークライフパランスは主に労働

政策・男女共同参画政策・少子化対策の各領域で

検討が進められ、 「骨太の方針2007Jに反映させ

るために三領域からそれぞれ提言がまとめられ

る(針。そのため、 「骨太の方針2007J決定に至る

までの期間こそ、各アクターにより様々な観点か

らワークライフパランスが取り上げられ、そこに

戦略を見ることができるからである。

本稿は、領域ごとの検討の後、三領域を同時に

備隊することで見出される効呆について、 「労働

市場の規制」と「価値観を巡る対立」を軸に検討

する。各領域を検討する前段として、第一章では

ワークライフバランスの主舞台となる労働市場に

ついて、日本特有の雇用の意義・慣行を確認し、

現在生じている変化やその影響について触れる。

その後第二章から第四章までは、三領域をそれぞ

れ論じる。労働政策については、労働政策形成過

程の変遷における権力移動に注目しつつ、厚生労

働省、経済界、労働組合、経済財政諮問会議など

のアクターの戦略を見る。続いて扱う男女共同参

画政策は、 「労働市場の規制」と「価値観を巡る

対立」のご軸が複雑に絡み衝突する領域である。

2∞0年あたりから始まった男女共同参画パックラ
ッシュを契機として政策の方向が修正され、それ

によりワークライフバランス施策へ結実していく

過程をフェミニストの戦略と共に論じる。少子化

対策の領域では、価値観対立が激しきを増し政策

論議に波及する過程で様々なアクターの思惑が表

面化する。政策の方向が確定しないまま迷走を続

ける過程で、少子化対策にワークライフパランス

ワークライフパランスをめぐる政治

概念が取り込まれることになる。終章では、ワー

クライフバランス施策が領域横断的に検討された

ことの意義を考える。ワークライフパランスとい

う三分野を貫く新しい概念は、既に顕在化してい

た問題に加え、これまで敬遠されてきた問題にも

解決の道を聞く可能性を示すことになる。それぞ

れの問題について、上述したこ輸に沿って論じる

ことにする。

ワークライフパランスという言葉が広まり注目

されることは、その反面、多くの人がワークライ

7パランスを実現できていない現状を浮き彫りに

する。本稿では、国民の日常生活に直結するワー

クライ7パランス概念が政治を動かすことを明ら

かにしていく。そして、 「政治」が決して遠い存

在ではなく一人一人の生活平生き方と密接に関わ

っているのではないかという問題意識を反映した

u、。

第一章 ワークライフバランスの舞台一労働市場

ワークライフバランスが喫緊の課題となり、そ

の実現に向けた施策が大きな関心を集め推進され

るということは、一方で、本来生活を維持するた

めの労働が、働く者の生活を蝕む要素になってい

ることを意味する。そうした現状の原因を探ると

き、とりわけ日本においては労働市場への参加が

生活保障にあたり大きな役割jを果たしてきたこと、

そして確立されてきた雇用慣行が変化のなかで効

率性を失いもはや機能不全を起こしていることに

辿り着く。

本章では、まず日本特有の雇用慣行・雇用保護

の仕組みとそれが果たした役割について概観し

(第一節)、 1990年代に生じた労働市場の変化に触

れ(第二節)、その変化の中で従来の雇用慣行の残

浮が産み出す過酷な労働環境に言及する(第三節)。

第一節 目本的雇用慣行とその役割

格差社会論など雇用環境の悪化が語られる際、

それは労働者の自己責任であるとして単純化され

ることがある。こうした論調の背後には、高度成
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長時代に登場し確立された日本独特の雇用慣行・

雇用保護の仕組みの恩恵を巡る世代間または性別

間ギャップへの鈍感さがあると考えられる。なぜ

なら、現在労働市場で引き起こされている問題は

意図せざる選択から生じていると考えることがで

きるためである。本節では、意図せざる選択の根

源を探るために不可欠な、従来の雇用慣行・雇用

保護の機能と役割jについて確認を行う。

日本的な雇用慣行では、大企業に勤める労働者

に対し長期雇用を前提として年功序列の賃金、企

業内福利厚生が保障され、一方で、中小零細企業

に勤める労働者には公共事業により雇用が創出き

れ、また保護・規制により安定的に雇用が保障さ

れてきた(宮本，2008)。福利厚生の充実は男性世

帯主の賃金で妻子を養うことを可能にし、主婦に

は家庭内で育児や介護といったアンベイドワーク

が任された(大沢，2002:64)。とはいえ、こうした

夫婦像が一般的になったわけではなかった。企業

内福祉は大企業に集中しており(橘木，2005:38)、

既婚女性の多くはアンベイドワークを担いながら

も上述した雇用慣行・雇用保護の枠組みの外で短

時間雇用の非正規労働者として働いていた(江原，

z∞7:59)。
ところで、日本では雇用慣行・雇用保護の仕組

みが生活を保障するシステムの一部として認識さ

れてきた。というのも、日本の社会保障システム

は元来労働によって生活を維持できなくなる「人

生後半」に的を絞ったものであって、 「人生前半

中盤」には雇用もしくはその扶養になることで安

定した生活を送ることが前提とされていた(宮本，

2006、広井，2006)。さらに1980年代は第二臨調に

よる梧祉削減が進められたのと並行して日本的雇

用慣行が強化された(宮本，2008)。こうしたこと

を踏まえて、雇用が福祉の機能を果たしているこ

とが指摘されてきた(坦橋.1997、宮本.1997)。三

浦は 11雇用」と「福祉」の機能代替」について

OECDl8カ国の類型化を行い、日本を「雇用によ

る福祉」に位置づけた(三浦Z∞3)。
つまり、他国と比較してもとりわけ日本におい

ては雇用に取り込まれることが生活のために不可

4 

欠であり、そこから離脱した場合のリスクは高い。

諸々の理由から労働不可能となった場合の頼みに

なるはずのセーフテイネット(社会保険や公的扶

助)は手薄であり、その網の日は粗い。そのため

に雇用が不安定になることは労働者及ぴその家族

の生活の危機に直結することになる∞。

第二節 1990年代に生じた賓化ー雇用のゆらぎ

高度成長期を通じて確立し1980年代まで強めら

れた日本特有の雇用慣行・雇用保護の仕組みは、

1990年代になると機能低下し綻びが目立ち始めた。

深刻な不況とグローパル化の加速が相まって、こ

うした雇用慣行が維持される条件である企業の成

長が見込めなくなったためである。さらに既に

1980年代に散見されていたゆらぎの前兆に拍車が

かかるのもこの時期であった。

まず日本的雇用慣行についてみると、その特徴

であった終身雇用が崩れ雇用の流動化が本格的に

始まった。その契機となったのが1995年に日本経

営者団体連盟(以下、日経連)が提唱した『新時

代の「日本的経営JJとされる(大汎1995:172、宮

本，2008:138、小林，2008:はじめに、中野，2006はじ

めになど)。この報告によると今後の雇用の形は3

つのグループに分類きれ、そのうち従来のような

長期的雇用が保障されるのは「長期蓄積能力活用

型」のみであり、安定した雇用の枠組みは縮小さ

れる。さらにこの型に分類されたとしても完全な

年功制は保障されず、成呆主義により処遇される

(大沢1995:172)。こうして比較的優位にあると考

えられた大企業の労働者の中では厳しい遷別が進

み雇用形態がますます複線化されることになり、

1999年の労働者派遣法改正が雇用の流動化をさら

に促すことになった。

一方、中小零細企業の労働者に向けられた雇用

保障の仕組みも「小さな政府」指向の高まりのな

かで揺らぎ始めた。 1980年代に日本的雇用慣行が

強化されていくなかで、中小零細企業の雇用保障

の一役を担っていた公共事業については既に費用

抑制が政府答申において提言され始めていた。そ

して、 1990年代に入り公共事業の仕組みが明るみ
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になるにつれ、橋本政権によって公共事業費削減 になり(内閣府，2007)、少しでも雇用を安定させ

が本格化され、小泉政権がそれを継承していくこ るため周囲の期待に沿わなければという過剰なプ

とになった。また、 1990年代後半から拡大する レッシャーが非正規労働者を追い込んでいる結果

「行き過ぎた平等」の流れに沿って、規制の面で といえる。

も雇用保障は外されることになった(宮本z∞8)。 仕事と仕事以外の生活の両立困難の典型は、仕

第三節現在の労働環境

1990年代に本格化した雇用の流動化は、徐々に

労働環境それ自体の悪化とそれに付随する社会問

題を引き起こした。昨今ワークライ7バランスに

向けた施策に注目が集まるのはこうした事態に対

処するためである。ワークライフパランス施策の

出発点にある仕事と生活の不調和状態は大まかに

三点あり、それは、経済的自立の困難、過労によ

る健康悪化、そして仕事と仕事以外の活動の両立

困難である。

経済的自立の困難は「格差」と大いに関わる問

題である。困税庁「民間給与の実態調査結果」に

よると、約1012万人もの給与所得者が年収2∞万円

以下であり、毎年増加傾向にある曲。これは、正

社員と非正社員の間の給与格差が是正きれないま

ま非正規労働者が増加したことが背景にある回。

こうした変化の渦中に置かれているのは若年層で

あり、また第三章でも詳述する女性である叫。一

方、経済的には恵まれていると恩われる正社員で

あっても、若年層はその上の世代のように年功的

賃金の上昇が見込めず低賃金であり、処遇に見合

わない激務を任きれている(小林，2008、大沢，

2飢渇)。将来的に環境が改善する予測が立たない中

で現状に見切りをつけようと20代30代の労働者に

勤続の短期化が広まっている(城，2006)。若年層

にとっては、正社員として就職することが即ち将

来を通じて経済的に自立できる条件とはなってい

ないのである。

過労による健康悪化は30歳代に顕著であり、そ

の背景にはこの世代が労働時間の二極化のなかで

長時間労働を強いられていることがある刷。他方

で、非正規労働者にも長時間労働が見られ、 「派

遣うっ」と称されるように心の病が広がっている。

これは、非正規という雇用の不安定さがストレス

事と出産・育児の両立に悩む女性である。産休や

育休といった法律上の制度は保障されていても、

職場復帰後キャリアアップからは程遠い仕事を押

し付けられる、また退職を余儀なくされるなど女

性は様々な犠牲を負わされている(荻原，2006)。

まして、育児休業の取得に「同一の事業主に継続

雇用された期聞が一年以上あり、子の一歳到達日

を超えて継続雇用されることが見込まれる者に限

り、育児休業をすることができる」という雇い主

の青島意に委ねられた条件が付される非正規労働者

はなお立場が弱く、妊娠解雇や出産宣前までの過

労による流産など悲惨な事態が生じている(小林.

2005)。既述したように格差が若年層を直撃し、女

性の労働が家計補助的なものではなくなった中で、

両立困難が解消されなければ、更に低所得層が増

加し少子化も加速することになる。

若年層に低賃金と非正規化が拡大し、仕事と仕

事以外の生活の両立を難しくしている現状につい

て、大沢は従来の生活保障システムの「逆機能」

の表れであると指摘している(大汎2∞5:176)。前

節で述べた変化のなかにあっても、中高年層の男

性正規労働者については長期雇用であり、年功制

も維持きれてきた。その一方で有期雇用の保護規

制は緩和されつづけ、正規雇用の枠が縮小するこ

とと並行して若年層に非正規労働者が増加してき

た。また組織の右肩上がりの成長も見込めない中

で、若年層はたとえ正規労働者として採用きれで

も依然残る年功制によって「働き損」の状態で放

置される(城，2006:46)。さらに、かつてアンベイ

ドワークを担い雇用慣行が機能することに一役買

ってきた女性は、少子化が進むにつれ労働力とし

ての役割をますます求められるようになってきた。

それにもかかわらず、変わらぬ性別役割分業の中

で女性は家の中でも外でも働き詰めの状態にあ

る(荻原，2006)。このようにかつて機能した雇用

5 
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慣行が今や労働環境悪化の元凶となってしまった

ことから新たな雇用のあり方が求められ、ワーク

ライフバランス推進へと向かうことになったので

ある。

第二軍労働政策とワークライフバランス

前章では、ワークライフパヲンスが注目されて

きた背景を、労働市場の変容とそこで働く者及び

その家族が置かれている現状を通して論じてきた。

本章では、労働市場の変容に良くも悪くも強く影

響を与える労働政策について、その形成過程の中

でワークライフパランスがいかにして政策課題と

なったかを述べる。

そのためまずは労働政策形成過程自体が時代と

共に変遷してきたことに触れる(第一節)。これは、

労働政策の内容や政策形成にあたっての権力バラ

ンスを左右するため重要な点である。そして、第

二節以降では労働政策の中で「仕事と生活の調和」

がアクターの思惑に沿って政策課題に押し上げら

れる様子を記述する。 I仕事と生活の調和」は、

初めは厚生労働省から提示され(第二、三節)、徐

々に経営者団体からの主張に見られるようになり

(第四、五節)、労働市場の歪みへの対応が求めら

れる中で労働組合も主張を始める(第六節)。本章

の最後では、安倍政権時に見られた規制緩和から

の離脱を感じさせる変化とともに、経済財政諮問

会議からワークライ 7パランスが提案される過程

について論じる(第七節)。

第一節労働政策形成過程の賓遷

現在労働者の生活を脅かしている労働環境の劣

化には、雇用の流動化など新自由主義的な労働政

策が加担しているとみられる。そこで、労働政策

の潮流が変化してきた一因として、その内容に一

定の枠をはめるような実質的な決定権限を持つ場

も同時に変容してきたのではないかという予測が

できる。労働時間の在り方がワークライフバラン

スへの主要な課題とされることから、労働時間短

縮政策が本格的に展開される1980年代から話を進
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める。

1980年代の労働政策形成過程の特徴は審議会を

重用したことである。労働政策を検討する労働省

所管の審議会の多くは、公益側、労働側、使用者

側の三者構成であり、労働省が厚生労働省に再編

された現在でもその形式は変わっていない。しか

し、とりわけ1980年代の労働政策形成にとって審

議会が重要な意味を持っていたのは、審議会とい

う場において全会一致で広範な合意をとりつける

ことが「かかえこみ」機能を果たし、政策の実効

性を見出しえたからである(篠田，1986)。そして、

たとえ合意を見出せなくても行政側と公益代表の

とりまとめによって結論を導くことが可能であっ

た。例えば、 1987年の労働時間規制強化の労働基

準法改正過程で労使対立が先鋭化した際、労働省

職員と公益代表が「“落とし所"を予測してタイミ

ングよく働きかけ」、さらに公益代表が労使「双方

を丁寧に説得しJ調整を行った(梅崎，2008:62)。

1980年代は「いったん審議会によって一つの方向

性が釘ち出されれば、それは一つの流れとして社

会的に受容され」るほど、労働政策の内容を決定

するにあたって審議会の存在は大きかったと考え

られる(篠田，1銘6:107)。

ところで、 1980年代の労働政策形成過程を「労

働省という所管行政機関の制度の枠内で〔中略〕

政策が決定きれてきた」と振り返る久米は、 1990

年代に労働政策形成過程が変容し「政治化Jの度

合いを強めたことを指摘する(久米，2005:73)。

1993年には、 「週46時間労働制の猶予措置」を延

長する労働基準法改正にあたって、使用者側が自

民党に働きかけ審議会以前に主張を取り付けるこ

とに成功するなど審議会の形骸化が進んだ。一方、

労働側もその後の労働時間政策について民主党な

どに対して政府案への代案を作るよう要請した。

1990年代には労働政策を巡る労使の利害対立が審

議会を超えて展開されるようになったのである。

以上のように審議会が実質的な機能を低下させ

ていくなか、勢いを強めたのは規制緩和の流れで

あった。 1990年代半ばから後半にかけて経営者団

体が労働市場政策を転換するべく提言を発表し(1)、



とれと並行して政府も規制緩和推進に向けた計画

を続々と閣議決定していく(五十嵐，2008a:181)。

そして、 2001年以降、規制緩和の推進役として総

合規制改革会議と経済財政諮問会識が共に内聞府

に置かれ、政策形成過程で避けて通れない重要な

存在となって現れてくる曲曲。こうした政策内容

を規定する場の変更は、 「既存の権力パランスを

揺るがす」ことを意味する(内山，2007・36)。中北

は現時点でも厚生労働省所管の審議会に労働代表

が多数参加している一方で、 1980年代以降「行政

改革・規制緩和を推進する審議機関で労働代表の

地位が次第に低下して」きたと述べる(中北，

2008:19) 0 事実、 2000年代に入ると総合規制改革

会議 (2∞1年4月-20似年3月)、規制改革・民間
開放推進会議 (20例年4月~初07年1月)、規制改

草会議 (2007年1月-)全てで労働代表は一人も

含まれなくなった。経済財政諮問会議についても

民間委員と使用者代表で構成され労働代表は参加

していない。つまり、実質的政策決定の場に労働

代表の意見が反映されなくなったのである。また、

民間委員の参加で政府外部のアイデイアを取り込

む経済財政諮問会識が議題設定権限を持つことは、

省庁の行動を一定程度枠にはめることにもつなが

っていく(内山Z∞7:37)。
1980年代から現在までの労働政策形成過程は、

rT合意形成型」の政策過程から「多数派支配型」
の政策過程への変容」を遂げてきた(三浦，2007:

100)。この政策形成過程の変容がもたらした権力

バランスの揺らぎは、ワークライフパランス実現

に向けた各アクターの行動に影響を与えることに

なる。

第二節厚生労働省による『仕事と生活の圃和』

のアジzンダ化

厚生労働省内で労働政策と関連してワークライ

フバランスが政策課題として取り上げられたのは、

2003年10月から始まった「仕事と生活の調和に関

する検討会議J(以下、検討会議)の議論において

であった。検討会識が設置された目的については

第1回検討会議のなかで「働くことをめぐって生

ワークライフパランスをめぐる政治

じている諸問題の要因分析」を行い、労働者が

「納得して、安心して働しそういう働き方」と、

企業による「労働力の効率的な活用」の調和実現

に向けた「総合的な対策の検討」とされた(勤労

者生活部企画課長発言)。その際、労働基準局長か

らは幅広い検討の結呆必要があれば法律改正もし

くは立法化を行う意向が示されていた(仕事と生

活の調和に関する検討会議第1回議事録)。

検討会議は翌2004年6月までに13回開催きれ、

議題は多岐にわたった(.，。議論では、 「高拘束・

高処遇」か「低拘束・低処遇」にご極化された働

き方では企業問競争の激化や少子高齢化などの環

境変化に対応できず、また雇用形態間処遇格差・

労働時間の世代間性別間格差を解消しきれないま

ま将来の労働力不足に直面していると現状を分析

した(仕事と生活の調和に関する検討会議第5固

資料)。そこで、働き方を抜本的に見宜し仕事と生

活の調和を図ることに解決策を見出すことになっ

た。 r仕事と生活の調和に関する検討会議報告書」
(以下、検討会議報告書)では、 「仕事について

は、誰もが自らの選択により、家庭、地域、学習

やボランテイア活動などの様々な「仕事以外の活

動」すなわち「生活」と様々に組み合わせ、両者

の「調和」を図ること」の重要性が説かれた。そ

のための施策として労働時間や就業場所の多様化

が目指された。検討会議報告書では労働時間に関

する選択肢を増やすにあたって、健康の確保を条

件に「労働時間規制にとらわれない働き方に遭を

聞く」余地も認めた。施策の中で労働者は、この

多様な働き方に対して自立し自らの責任で遷ぴと

る者として捉えられた。一方、検討会議の広汎な

議論を反映して、検討会議報告書は働き方相互間

の公正な処遇の確保やセーフテイネットとなりう

る最低賃金の保障なども強調した。こうして働き

方の多様化と労働市場のルーIレが両輪に据えられ

た。

ところで、検討会識が定義するところの「仕事

と生活の調和」とは「一定の制約のある時間帯の

中で働く者が様々な活動に納得のゆく時間配分が

できるような状態」であった。ゆえに労働時間政
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策との関係性を探る必要がある。検討会議報告書

は、労働時間に選択肢を設ける有用性を労働者と

企業の双方の視点から語ったうえで、 「今後の労

働時間の短縮は、様々な労働時間の選択肢を整備

する流れの中で考える必要があり、従来のように

年間総実労働時間について一律に目標を掲げるの

ではなく、個々の働く者が生涯の各段階で希望す

る働き方を実現することにより、結呆として社会

全体で見た場合の労働時間短縮の達成が図られる

ことを基軸に据えた取組が求められる」と、労働

時間政策の転換を示唆した。先に記した検討会議

設置の目的に照らせば、この一律的労働時間短縮

からの転換はあくまでも「仕事と生活の調和」実

現の付随的現象と考えられる。しかし、検討会議

報告書の記述にはむしろ「仕事と生活の調和」へ

の施策を労働時間短縮に向けた手段とみなす積極

的な響きがあった。ここから厚生労働者が「仕事

と生活の調和」を政策課題にのせた意義が見え始

める。詳しくは次節で検討する。

本節の最後に、この検討会議報告書がまとめら

れた後の動きを追うと、検討会議報告書をたたき

台に法案化が目指されることになった。新法の目

的は、労働基準法のように労働条件の最低基準を

設けるのではなく、 「労働者が自分の価値観や生

活状況に合わせて主体的に「働き方」を選ぶため

の条件整備J(r朝日新聞J2∞4年6月20日付朝刊)
であった。ただし、働き方の選択肢の多様化と公

正な処遇を同時に実現しようとしたために労働基

準法、最低賃金法、パート労働法など多数の法が

絡むという難点があった。実際のところ、新法整

備に着手したものの労使の折り合いがつかず一括

法としての国会提出は断念された(渡漣，2005)。

しかしこのとき厚生労働省側には立ち止まってい

るような余裕はなく、早くも同年9月末には次の

行動に取り掛かることになる。

進法)が取り上げられていた。この労働条件分科

会での議論では、第一節で触れた労働政策形成過

程の変化の中での厚生労働省の立場や権限を巡る

葛藤が表面化した。それは「仕事と生活の調和」

というアイデイアが期待を込められ政策課題に押

しょげられてきたことと表裏一体である。

まず時短促進法に関して若干の説明から始める。

時短促進法は、 1987年「新・前川レポート」が年

間総実労働時間1800時間目標を掲げたことから始

まる時短への取組の中で制定された時限的法律で

ある。この目標は政府の経済計画に盛り込まれる

ようになり、第一節でも触れた1987年と1993年の

労基法改正を通して週40時間労働制に向けた法整

備が行われた。そして労基法とは別に、労働時間

短縮推進計画が策定され、事業主等による時短へ

の自主的な取り組みを促進するため時短促進法が

制定された。この法律は時限立法であるために廃

止期限を延長するための改正が既に1997年と2∞1
年の二度行われており、 2001年改正時には初日6年

3月31日までの期限が設定されていた。この期限

を前にして時短促進法の検討が第35四分科会から

始められたのであった(労働政策審議会第35回労

働条件分科会議事録参照)。

きて、分科会では時短促進法を検討するにあた

り、現状として、労働時間短縮の流れは近年歯止

めがかかり1800時間は未だ達成きれていないこと、

さらに労働時間の「長短ご極化」が進み労働者の

生活や健康上の問題が生じていること等が確認さ

れた。しかし、このように未だ解消すべき問題が

残されていることを認める一方で、分科会の議題

は時短促進法の「期限延長」ではなく「今後の扱

いjであった。それには理由があった。

2002年に経済財政諮問会議は「構造改革と経済

財政の中期展望」、通称「改草と展望」を策定し

た。これは期間を五年程度とした「本格的な」中

期的経済財政計画であり、経済財政諮問会議初の

第三節 『仕事と生活の田和』推進の肉事 中期計画であった(大田，2006:99)。この中におい

初日4年9月28日第35回労働政策審議会労働条件 て、年間総実労働1800時間の達成と定着が盛り込

分科会(以下、分科会)の議題には「労働時間の まれ1999年に閣議決定きれていた「経済社会のあ

短縮の促進に関する臨時措置法J (以下、時短促 るべき姿と経済新生の政策方針」の終了が明示さ

8 



れたのである。第一節で検討したように2001年以

降労働政策を形成する過程で経済財政諮問会識が

決定的な権限を握りつつある中で、これは政府の

方針として1800時間という目標が捨て去られてし

まったことを意味する。そのためもはや時短促進

法を延長するという選択肢は事実上存在しないの

であった。

つまり、このとき厚生労働省は、経済財政諮問

会議による決定と労働時間の現状の狭間に置かれ

ていた。分科会において、勤労者生活部長がこの

事態に「労働担当部局は悩んでいます」と率直に

語っていることがその葛藤を知実に物語っている。

確かに経済財政諮問会議は各省より一段高い内閣

府に置かれているものの現状を考えればその主張

を積極的に受け入れたくはない、けれども「総理

・官邸の方針であるならば仕方ない」と呑まざる

を得ない立場がここに表れている(田丸2∞5:76)。
こうした状況を踏まえると、厚生労働省は「仕

事と生活の調和Jというアイデイアに活路を見出

そうとしたのではないかという考えに行き着く。

要するに、経済財政諮問会議によって18∞時間と

いう目標が消され、時短促進法の期限も迫る中、

まずはワークライフバランスを実現させる過程で

時短を目指そうとしたと考えられる。このことは、

「仕事と生活の調和」を取り上げた検討会議が「

改革と展望」策定後であり、かっ検討会議報告書

にて、 「従来のように年間総実労働時間について

一律に目標を掲げるのではなく、個々の働く者が

生涯の各段階で希望する働き方を実現することに

より、結果として社会全体で見た場合の労働時間

短縮の達成が図られることを基軸に据えた取組が

求められる」と明示していることと平灰が合う。

ただし、検討会議の中ではまだ「改革と展望」の

記載については触れられてはいなかった。厚生労

働省としては、 「仕事と生活の調和」が政策とし

て動き出せば自ずと時短も進むことになり時短促

進法をスムーズに廃止できると読んでいたと推測

される。しかし新法の断念によって余裕がなくな

ったため、分科会では労働時間政策に的を絞り、

早々にして1800時間目標がなくなったことを明か

ワークライフパランスをめぐる政治

し、それを踏まえた議論を展開するよう厚生労働

官僚は要求を操り返すことになった。

加えて検討会議では、事務局が、 「対立する労

使の利害調整を足して 2で割ること」で答えを求

めてきたやり方を「少し停止」して「視点を変え

てやってみたい」と提案を行い、政策過程の変化

に対応するべく従来の政策決定の在り方からの脱

却を目指そうとしていた(仕事と生活の調和に関

する検討会議第1回議事録勤労者生活部長発言)。

経済財政諮問会議で決定される方針によって填め

られた枠の中でもなんとかして労働政策形成過程

で存在感を保ち続けようとする厚生労働省の意思

が表れている。

以上のように、厚生労働省による「仕事と生活

の調和」のアジェンダ化は、政府の方針と労働時

聞を巡る現実の溝を埋めるための策であった。こ

こから、新しいアイデイアを契機として労働政策

形成過程の褒化に対応しつつも、形成過程内で厚

生労働省の存在意義を高めるような審議の在り方

を模索し始めようとしていたと言える。

第四節ホワイトカラーエグゼンプションとワー

タライフバランス

分科会での時短促進法の検討の結呆、 2004年12

月の第38四分科会において報告書がまとめられ、

労働時間の一律的な総量規制から時間規制の多様

化へと政策転換が図られることになった。この時

間規制の多様化は、働き方の選択肢が増えること

と直接結び付く。本節では、働き方の多様化が進

められる過程で時間規制の適用除外を認める「ホ

ワイトカラーエグゼンプション」の導入が現実味

を帯びていく様子を論じながら、その実現へ向け

た経営側の行動を通してワークライフバランスを

検討していく。

ホワイトカラーエグゼンプションは、それが労

働政策審議会の議論の組上に載せられた却06年あ

たりから世間の関心を集めるようになった。しか

し、それ以前から経営者団体はホワイトカラーエ

グゼンプションを目標として見据えており、着々

と準備を進め導入の頃合を計っていた。というの
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も、既に1994年には日経連が「裁量労働制の見直

しについて(意見)Jにおいて、裁量労働制の範囲

の拡大・定着をステップとして最終的に時間規制

の適用除外を導入することを提言していた(浜村，

2瓜焔)。そして、実際に労働基準法改正で1998年に

企画業務型裁量労働制が導入され、さらに2003年

にはその実施要件が緩和されていくなかで日本経

済団体連合会 (2002年に日本経営者団体連盟と経

済団体連合会が統合) (以下、経団連)は、ホワ

イトカラーエグゼンプシヨン導入へ攻勢を強めた。

2004年12月に経団連が発表した 12005年版経営労

働政策委員会報告J (以下、経労委報告)からホ

ワイトカラーエグゼンプションについての言及が

始まり、 2005年6月には「ホワイトカラーエグゼ

ンプションに関する提言」が公表された。

この後も経営側は積極的な活動を展開していく

のだが、ここで、本稿のテーマと関連してそもそ

も経済界がホワイトカラーエグゼンプションをど

のように捉えてきたかを検討する。 1ホワイトカ

ラーエグゼンプションに閲する提言」をまとめた

当時の経団連労働法規委員会委員長藤田弘道は、

ホワイトカラーエグゼンプション提唱には「現行

の労働時間法制がホワイトカラーの自律的な働き

方に即してはいないという強い問題意識」が背景

にあると述べている(藤田，2005)。これは、労働

基準法の改正により拡大した裁量労働制も結局の

ところ「みなしJ労働時間に賃金が連動している

ため、成果を基礎とする評価に対応できていない

ということである。賃金を時間と切り離し成果と

結び付けるため「労働時間の規制を受けずに自己

の裁量で自由に働ける制度」である「ホワイトカ

ラーエグゼンプション」が経営者から熱望されて

きた。

さらに、経営側はホワイトカラーエグゼンプシ

ヨンが「仕事と生活の調和」のためにも必要な制

度であると主張する。藤田は「労働者は、多様な

働き方や仕事と生活の調和の実現を求めており」、

「これらのニーズに対応するためには、労働時聞

を業務の進捗状況に合わせて労働者が弾力的に運

用できる仕組みが是非とも必要」と強調している
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(藤田，2005)。これは、ホワイトカラーエグゼン

プションによって労働者の裁量を増やせば、仕事

の繁閑の影響はあるにせよ効率良〈働き成果を出

す結果として「生活」に費やす時聞が増やせると

いう論理である曲。さらに、経団連は念を押すよ

うに少子化対策の提言の中でも繰り返しホワイト

カラーエグゼンプションを強調する。仕事と家庭

の両立のためには就労ニーズに対応した柔軟な働

き方が必要であり、その実現には労働法制の規制

緩和が欠かせないとしたうえで、具体例としてホ

ワイトカラーエグゼンプションを挙げている(日

本経済団体連合会，2006)。そして、経団連は2006

年版経労委報告からは、ホワイトカラーエグゼン

プション制度への言及だけではなくワークライフ

バランスも同時に掲げるようになる。人口減少社

会、高齢化社会への対応としての仕事と家庭の両

立という文脈で登場するのだが、あくまでもその

実現は「柔軟な働き方」を通して行うとし、ホワ

イトカラーエグゼンプションを匂わせる。

以上からわかるように、経営側はホワイトカラ

ーエグゼンプションが「仕事と生活の調和Jに資

すると喧伝することによって、導入に向けて予想

される抵抗を緩和しようと努めたと言えよう。

11仕事と生活の調和」のためのホワイトカラーエ
グゼンプション」という概念が世間に広まり浸透

してしまえば、ワークライフパヲンス志向の高ま

りと共にホワイトカラーエグゼンプションも受け

入れられることを彼らは描いていたと考えられるロ

だからこそ、ホワイトカラーエグゼンプシヨンそ

のものだけでなくワークライ 7バランスの周知も

怠らなかった。ただし、経営者たちの考えるワー

クライ7パランスは効率性を追求し結呆を出すこ

とのできる労働者のみが享受できるいわば「特権」

であって、豊かきやゆとりなどとはかけ離れたも

のであることに注意が必要である。このことは、

経団連幹部がワークライ7パランスについて「家

庭にいる時聞を長くさえすればいいんだというこ

とだと、ちょっと違うのではないか」曲、あるいは

「働きがいと生きがいを両立させなければいけな

いわけですから、非常に難しいことにチャレンジ



するということJと述べていることからも明らか

である問。

第五節行書簡る経営側の企固とその背景

経営側がホワイトカラーエグゼンプション導入

に向け歩みを進めるのと並行して、政府の側でも

労働規制の緩和の動きが加速していた。 2001年か

ら総合規制改革会議により「就労形態の多様化を

可能とする規制改革」として派遣労働者の拡大な

どと共に裁量労働市jの拡大が目指された。また同

時に「新しい労働者像に応じた制度改革」として

労働基準法の改正が取り上げられ、改正の際には

「米園のホワイトカラーエグゼンプションの制度

を参考にしつつ、裁量性の高い業務については適

用除外方式を採用することを検討」するという方

向が打ち出された(総合規制改草会議，2001)。そ

して第四節で触れた裁量労働制の拡大を伴う労働

基準法改正を経て、 2005年4月には規制改草・民

間開放推進会議による「規制改革・民間開放推進

3か年計画(改定)Jの閣議決定に基づき、厚生労

働省「今後の労働時間制度に関する研究会」にお

いてホワイトカラーエグゼンプションの検討が開

始された。そして、翌2006年1月には「今後の労

働時間制度に関する研究会報告書J(以下、研究会

報告書)がまとめられた。

研究会報告書では、自律的に働き成果や能力で

評価されるべき労働者が増加しているという現状

認識の上で、 「米国のホワイトカラーエグゼンプ

ション」を「そのまま我が固に導入することは適

当ではない」としつつも、 「新たな労働時間規制

の適用除外の枠組み」について要件を並べながら

論じた。一方、労働者が仕事と生活を調和させて

働くことを実現するための時間制度の見直しも重

要であると強調した。多様な働き方の提示と仕事

と生活の調和の併記は第二節で述べた検討会議報

告書でも見られたことであるが、研究会報告書で

は多様な働き方の究極の形である「時間規制にと

らわれない働き方」を前面に打ち出L詳細に論じ

るという変化が見られた。研究会報告書は、規制

緩和の流れが強まり経営者たちが待ち続けた時機

ワークライフパランスをめぐる政治

の到来を証明したようであった。

きて、この研究会報告書は、初日6年2月9日の

第50回労働政策審議会条件分科会からの労働基準

法改正審議の基礎に置かれた。しかし、労使双方

が主張を突きつけあう分科会では、労働時間規制

適用除外制度に対して長時間労働を助長すると労

働側が強〈反対し議論は紛糾した。 2006年7月13

日第59四分科会で事務方から提出された「労働契

約法制および労働時間法制の在り方について(案)J

を巡って労使双方から反発が起こり議論は中断に

追い込まれることになった曲。

一方で、この頃から審議会を離れたところでも

反対運動が展開きれ始めた。 2ゆ06年8月1日には

「労働時間法制の撤廃に反対し、人間らしく働く

ための労働法制を求める共同アピーJレ運動Jが発

足し、労働時間の適用除外は長時間労働や過労死

などを労働者の「自己責任」に転嫁すると批判し

反響を呼んだ(労研編集委員，2007)。この運動に

呼応して、過労死遺族などが厚生労働省などに反

対の申し入れを行ったり([毎日新聞J2006年10月

25日)、日本労働弁護団が「人間らしい働き方を求

める宣言」を採択したりと反対を求める声が高ま

った。さらに、マスコミはこの制度を「日本版ホ

ワイトカラーエグゼンプション」と呼ぴ「残業代

を支払わない」という言葉で形容するなど([毎日

新聞J2006年12月9日など)反対運動に荷担する
ような報道を繰り返した。これほどまでに反対が

強まったのはこの制度がワークライ7パランスと

逆行し今以上に労働環境を悪化させると世論の多

数が認識したためである。対して、経営側も諦め

ずに持論を頑なに強調し続ける。例えば、経団連

が2006年12月に公表した2007年版経労委報告でも

労働時間規制の適用除外が主張された。ただし、

「従業員らの裁量で成果を上げられるようにする

制度で、時間外割増賃金の抑止を意図したもので

はない」と断りを入れ、働く人が生活と調和させ

つつ仕事で成果を挙げるためのものと説明し、強

まる反発を意識した記述であった。

このように反対運動が勢いを増す中で分科会は

再開されるが、報告書「今後の労働契約法制及び
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労働時間法制の在り方について」にはホワイトカ

ラー労働者への労働時間適用除外が盛り込まれる

ことになった。しかし、報告書には同時に労働側

の「新たな制度の導入は認められない」という意

見が併記されることになった。また、この制度に

は公明党が当初から反対の姿勢を見せており、自

民党からも根回し不足から消極的な意見が出され

ていた(鈴木，2007)。そのため労働時間適用除外

制度を含めた労働基準法の改正案の次期国会提出

は予測できない状況になった。そして結局翌2007

年1月に安倍首相が本法案提出断念を明らかにした

ことで提出は見送られた cr毎日新聞J2ω7年1月

17日)(ヘ以後労働政策審議会はこの労働基準法改

正案を「おおむね妥当」と柳樺厚労相へ答申する

も cr毎日新聞J2007年2月3日)、まもなく柳沢
によって同年秋に控える臨時国会でも提出しない

ことが公言された cr毎日新聞J2∞7年2月22日)。
こうして、 「仕事と生活の調和」を盾にホワイ

トカラーエグゼンプション実現を図るという経団

連の措いた道筋は見通しが立たなくなった。これ

には間違いなし世論を取り込み大きなうねりと

なった反対運動が影響している。そもそも労働基

準法は労働時間の上限を提示しているのであり、

それよりも短〈働くことを禁じているわけではな

い。それに加え、長時間労働がサーピス残業など

脱法的行為も含めて粛々と行なわれている現実を

考慮すれば、「労働時間規制の適用除外とは「これ

以上長く働かせてもかまわない」という以外の意

味はあり得」ず、長時間労働の助長につながると

いう反対派の考えは説得的である(潰口2007:30)。

ただし、こうした結果を招いたことは、他方で経

営者たちが十分な反論をできなかったことも大き

い。なぜならば、ホワイトカラーエグゼンプショ

ンとワークライフパランスを結びつける論理自体

が経営側の考えに過度に偏重していたからである。

その証拠として、前掲の経団連「ホワイトカラー

エグゼンプションに関する提言」を再度検証する

と、生活のために働く者と仕事中心に働く者を対

置させ、後者に対応する働き方としてホワイトカ

ラーエグゼンプションを位置づけている。生活の
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ために働く者こそ仕事と生活の調和を実感するは

ずだが、経団連は逆に仕事中心の労働者が繁忙期

に労働時間にとらわれずに働き仕事で自己実現を

図ったうえで、手隙になれば休暇をとることを

「仕事と生活の調和」と称していたのである。い

わば上からの押し付け的なワークライフバランス

である。これは、労働者が仕事と生活の調和とい

う語から想像する環境と合致することはなかった。

これこそ、経営側が労働者の反発を抑えるような

論を展開できず、 「仕事と生活の調和」のための

ホワイトカラーエグゼンプションと繰り返しても

理解が得られずに終わった所以である。とはいえ、

前節でも触れたように経営者団体にとってホワイ

トカラーエグゼンプションの導入は長年抱き続け

た悲願であり簡単に諦められるものではなかった。

第三章でこれに続く経営側の様子を補足する。

第六節存在..島幸聞われる労働組合の挑嶋

第四、五節では経営側が仕事と生活の調和を主

張していく経緯を見た。本節では、ナショナJレセ

ンターである日本労働組合総連合会(以下、連合)

を対象に取り上げ、同時期の労働側の様子を見て

いくことにする。このとき、第一章で確認したよ

うに雇用の流動化が進むと同時に労働環境が悪化

しており、連合には労働者を束ね環境改善に向け

た行動が求められていた。しかし、連合は労働組

合に組織されにくい非正規労働者の声に十分対応

してこなかったのである。そこで、連合が組織体

制を改める過程とともに仕事と生活の調和を目指

す過程を追う。

経団連が「ホワイトカラーエグゼンプションに

関する提言」を公表した3ク月後の2005年9月、

連合では翌月に行なわれる会長選を巡って予想外

の出来事が起きていた。当時UIゼンセン同盟会長

高木剛の信任投票で話が進む中、急逮全国コミュ

ニテイ・ユニオン連合会(以下、全国ユニオン)

会長の鴨桃代が立候補を表明した cr朝日新聞1
2005年9月22日)。鴨は立候補にあたり、連合が

「いまだに正社員中心の組織を脱することができ

ず」、雇用形態の変化に立ち遅れていると批判し



た。さらに、連合は「連合組合員数を上回る非正

規労働者をもっと本気で仲間に加え、 「均等待遇」

の立法化や「理由のない有期雇用」への規制など

に総力をあげて取り組」み、 「もっとも労働組合

を必要としている人たちの拠り所になる」べきと

主張した(鳴Z∞5)。当時労働組合は組織率19.2%
に落ち込んでいたため労働政策形成の中での代表

性が疑われ、かつ強まる規制緩和の潮流に労働政

策を牽引きれ存在感の低下が懸念されていた。

「正社員クラブjと郁撤される連合の現状を直視

した鴨は、会長選で総得票数の約4分の1である

107栗を獲得し予想を上回る普戦を見せた ([神戸

新聞J2∞5年10月9日)。
非正社員の影響力の強きを露にした会長選の結

果を受け、新会長に選出された商木は2006年春闘

で会長選時の公約だった「パート共闘会議」を設

置し、さらに連合初のパートの賃上げ統一要求を

行った。高木はパート対策をアピールすることで

パートを労働組合に引き込み、組織率低下の食い

止めを狙った C[朝日新聞J2006年1月20日)。パ

ートへの働きかけは、仕事と生活の調和実現に向

けた取り組みにも及んだ。 2005年11月の中央委員

会で決定された2006年春闘方針で本格的に仕事と

生活の調和に向けて取り組む姿勢を見せるが側、

そこでは、パートやその他非正規労働者の雇用不

安にも言及しつつ仕事と生活の調和が図れる働き

方の改善が必要と述べ、生活向上の対象を全労働

者と明示した(日本労働組合総連合会，2005)。さ

らに2006年6月には時短への取り組みを今まで以

上に強力に進めるため「年間総実労働時間一人0

0時間の実現に向けた時短方針」を策定し、その

中でパート労働者も取り上げ年休付与回数の拡大、

各種休暇制度の導入を全労働者共通の課題として

推進していくことを強調した(新井2∞7)。
こうして連合は組織率が低迷するなかでパート

の組織化に活路を見出し、 「正社員クラブ」から

の脱却を目指した。その過程で、仕事と生活の調

和実現に非正規社員も包み込むことになった。

「仕事と生活の調和」は、経営側から言えば、労

働者に裁量の大きい働き方を選択肢の一つにした

ワークライフパランスをめぐる政治

上で、その働き方を選択し効率性を上げたホワイ

トカラー正社員にのみもたらされるものであった。

これに対して労働側は長時間労働の是正や非正規

労働者の均等待遇など働き方の改善を過して雇用

形態を問わず働く者全てが獲得すべきものと考え

ている。労働側のこうした見解は、労働組合の発

言力が削がれてきた労働政策議論の場よりも、男

女共同参画を進める過程で政策に取り込まれてい

くことになる。この様子を第三章で論じたい。

第七節安倍政権の労働政策と経済財政情周会.

のワークライフバランス憲

本節では規制緩和を強く推し進めた小泉政権後

の安倍政権による労働政策を概観しつつ、政策決

定過程で決定力を強めていた経済財政諮問会議か

らワークライ 7パランスが提案される経過を追う。

安倍政権は発足にあたり「再チャレンジ」と同時

に成長戦略に力を注ぐことを標梼した。当時はホ

ワイトカラーエグゼンプションが労働政策議論の

焦点に上がっており、規制緩和を進めたい経済財

政諮問会議からは「労働ピッグパン」が提案され

た。一方、選挙の顧として自民党総裁に選出され

た安倍には、参議院選挙を見据えた自民党の動き

への配慮が求められていた。安倍が労働政策の軸

を固めるようなリーダーシップを発揮できずにい

る裏で、経済財政諮問会議労働市場改革専門調査

会ではワークライフパランスについての議論が進

められ、 2007年4月には骨太の方針2007に反映さ

せる第一次報告がまとめられた。以下、詳論する。

2006年9月、安倍は自民党総裁選に向け「再チ

ャレンジできる社会」の実現を目指すと宣言した

(安倍，2(胤 a)。これは、規制緩和を推進した前小

泉政権が格差社会を生んだという論調がマスコミ

でも繰り返され、高まる格差是正要求への対応と

して考えられたものだった。政権発足後、 「再チ

ャレンジ」の取り組みとして「多様な機会のある

社会」推進会識が、フリーターの常用雇用化や働

き方の選択肢も含めた複線型社会の実現を盛り込

んだ「再チャレンジ支援総合プラン」を早々にま

とめ、 2006年11月30日経済財政諮問会議に原案を
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提示した C[読売新聞J2006年12月1日)。同会議
では、前回会議に続き「労働ピッグパン」が提唱

され、また民間議員ペーパー「複線型でフェアな

働き方にー労働ピッグパンと再チャレンジ支援ー」

が提出された。このペーパーは、雇用形態による

格差是正に触れつつも「画一的な労働市場の規制

に縛られるのではなく」多様な働き方が可能で、

「スムーズな職探しゃ転職が容易にできる」移動

しやすい労働市場を強く求めていた(経済財政諮

問会議平成18年第?:l回議事要旨八代尚宏発言)。会

議で安倍は、 「再チャレンジが可能な社会にして

いく。これは私の内閣の大きな課題であり、方針

でもある。当然、労働市場の改革も必要になって

くる。」と述べ、新たに経済財政諮問会議の下に労

働市場専門調査会を設置し検討を進めるよう指示

した(経済財政諮問会議平成18年第27回議事要

旨)。要するに安倍の考える「再チャレンジ」は複

線型社会の実現を目指す点で「労働ピッグパン」

と結び付けられ格差是正というより雇用流動化

によって格差の固定化を防ぐことを意味していた。

以後、 「再チャレンジ」と「労働ピッグパン」は

「改草と展望」に続く中期的経済財政計画「日本

経済の進路と戦略」内で共に示され、矛盾しない

ものとして進められていった C[読売新聞J2006年

12月14日)。

一方、この頃から前政権の規制緩和路線を継承

する安倍政権に対して、自民党議員は独自の動き

を見せ始める。彼らは非正規労働者の増加やワー

キングプアといった問題が深刻きを増す中での

「労働ピッグパン」提唱を牽制し、非正規労働者

の処遇改善など労働政策の見直しを党主導で進め

るため、前年廃止されていた自民党労働調査会を

「雇用・生活調査会」と改名して復活させた cr朝
日新聞J2006年12月3日)(叫。この場での議論で

は、出席議員からワークライフパランスの意見も

出されていた(後藤田，2007)。また、労働時間適

用除外制度の国会提出に対しても第五節で見たよ

うに自民党内では消極的な意見が占めていた畑。

安倍の労働基準法改正法案国会提出断念の背景に

は、自民党議員らの「天下分け目の参院還を前に、
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労働者を敵に回して勝てるわけがないだろう」と

いう強い認識があったという(鈴木，2007)。つま

り、自民党のこうした動きは、初日7年7月に控え

る参院選に向け、有権者の格差是正要求にアピー

ルするためのものと解釈できる。またこの動きは、

経済財政諮問会議が政策形成の中心になり、規制

緩和に反対の意見を表明することで抵抗勢力とみ

なされてしまうような状況へいらだち、党主導の

政策決定を望む議員らの反撃とも見ることができ

る。

きて、労働時間適用除外制度が各方面からの反

対にあい労働政策形成の場から引きずり降ろされ

たことは以後の政策形成に大きな衝撃を与えるも

のであった。なぜならこの出来事を機に規制緩和

の潮流に変化が生じ始めたからである。その典型

は、経済財政諮問会識がワークライ 7バランス実

現のための方策を検討し始めたことであろう。安

倍が労基法改正法案の国会提出断念を表明した 2

日後の2007年1月18日の経済財政諮問会議では、

労働市場改革専門調査会会長であり「労働ピッグ

パン」の提唱者の一人である八代尚宏が、 「労働

市場改草は決して企業の利益のためではなくて、

労働者自身の利益のためにやるのだということを、

是非、諮問会議の下の労働市場改革専門調査会で

も訴えていきたい」と述べることになる(経済財

政諮問会議平成19年第1回議事要旨)。そしてその

後の調査会の議論ではワークライフパヲンスの実

現に焦点が絞られたロ 「骨太の方針2007Jに向け

て作成された第一次報告は、 「専ら働き手の視点

からだけ考えることを基本的な目的」とするとさ

れ(労働市場改革専門調査会第6回議事要旨)、年

間労働時間削減について1割減などと数値目標を明

示することになった。こうして2007年4月6日第

7回労働市場改輩専門調査会にて第一次報告 rT働
き方を変える、日本を変える」ー〈ワークライ 7

パランス憲章〉の策定 」がまとめられ、同日の

経済財政諮問会議で安倍は、労働市場改革専門調

査会からの第一次報告を受けて「働き方を変える

行動指針」のとりまとめに意欲をみせた(経済財

政諮問会議平成19年第7回議事要旨)。



また、労働市場改革専門調査会以外の場面でも

規制援和路娘から距離を置くような展開がみられ

た。その一つは、規制改草・民間開放推進会議の

後継組織として発足した規制改革会議で「必要な

規制」の強化が運営方針に盛り込まれたことであ

る。発足後初の会議で安倍は「経済成長を阻害し

ている規制は撤廃」する一方で「国民生活の安定

確保のため、ルール整備が必要な場合もある」と

強調した c[朝日新聞J2007年2月1日)。また、
労働市場改革専門調査会の第一次報告が労働時間

短縮に数値目標を設定したことによって、それを

批判する規制改革会議と経済財政諮問会議の聞に

溝が生じた cr朝日新聞J2007年5月23日)。そし
て、孤立感を強めつつも規制緩和を主張してきた

規制改革会議が、当初の予定を諦め、第一次答申

に労働規制の緩和を求める提言を盛り込まないこ

とを決定した cr朝日新聞J207年5月28日)。この
流れのなか2∞7年6月19日に閣議決定された「骨
太の方針2007Jには、労働市場改革について与党

との調整の結果「安心して働ける」という記述が

付け加えられ c[朝日新聞』初日7年6月13日)、そ
の内容も「労働ピッグパン」に一切触れずにワー

クライフパランス中心になった(経済財政諮問会

議z∞7)。

第三章男女共同.Ii政貨とワークライフパラン

ス

本章では、男女共同参画の分野からワークライ

7パランスが取り上げられる経過を論じる。男女

共同参画政策の議論は男女各々の生き方に関する

センシティプな問題を扱うため、この領域ではラ

イフスタイルを巡って真っ向から対立する価値観

が浮き彫りになる。また、男女共同参画という視

点に立っと、特に女性の生き方を考えるにあたり

「ワーク」の在り様は重要な要素である。そこで、

価値観紛争と労働規制の二つの軸を中心にワーク

ライフバランスがアジェンダ化される過程を探る

ことにする。

まず男女共同参画という観点で働き方を巡る規

ワークライフパランスをめぐる政治

$11を見ることから議論を始める(第一節)。そして、

男女共同参画を標的とするパックラッシュが強ま

りを見せる中で、男女共同参画が少子化対策と接

近する様子を追い、そこでのフェミニストの戦略

を論じ(第二節)、そのパックラッシュの背景に関

わる従来からの格差について触れる(第三節)。パ

ックラッシュ勢力と結びつきの強い安倍が首相に

就任し、男女共同参画の後退が懸念されるが、ワ

ークライフパヲンスという点で男女共同参画会議

と手を携えることになる過程を見て(第四節)、最

後に新たな調査会での議論を概観する(第五節)。

第一節男女共同書置を実現する雇用の在り方

本稿第一章では、男性稼得者とアンベイドワー

クを専ら担う主婦という夫婦像を前提とした従来

の雇用慣行が、機能するための条件を失いつつも

存在し続け、その恩恵を受けない多くの者に様々

な弊害を生み出している現状を見た。日本型の雇

用慣行の行き詰まりを認識し、雇用の在り方を改

める必要性は多方面から強調されている。第二章

で論じた規制緩和を求める市場主義的主張はその

一つである。一方で、男女共同参画を推進する立

場からも日本型雇用慣行の崩壊が指摘されている。

現状認識を同じくする両者は目指す方向性も一致

しているのだろうか。以下では、社会保障制度や

雇用システムを検討した男女共同参画会議影響調

査専門調査会による報告書をもとに、両者の比較

を通じ男女共同参画の理念に適う雇用の在り方を

論じる。

本調査会では2002年12月に rrライフスタイルの
遷択と税制・社会保障制度・雇用システムJに関

する報告JC以下、 2002年報告)を、筑泊4年7月に

はその続編として rrライフスタイルの選択と雇用
・就業に関する制度・慣行」についての報告JC以

下、 2004年報告)をまとめている。家族・経済社

会の変容によって性別役割分業を前提とした様々

な制度・慣行が実態に適合しなくなったという問

題意識を背景に、 2002年報告では税制や社会保障

制度の中立性確保に向けた具体策を論じ、初日4年

報告では新たな雇用システムの方向性について言
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及した。 2004年報告のなかでは、就業選択に中立

的ではない制度を見直し、かっ多様な就業形態の

自由な選択・移動を可能にする社会の実現が目標

とされた。そこでは就業選択に中立的ではない制

度の具体例として、男女聞の賃金格差の温床であ

る年功制や家族手当、住宅手当の廃止が挙げられ

た(男女共同参画会議，2004ι56)。

こうした従来の制度・慣行を批判し新たな雇用

の在り方を求める見解は、市場主義を志向する議

論からも見られる。市場主義論者の代表として、

安倍政権発足時から経済財政諮問会議民間議員と

なり規制改革や労働市場改革を任された経済学者

人代尚宏の主張を取り上げる(清水，2007)。八代

は著書のなかで、経済成長の鈍化に対して従来の

雇用慣行が合理性を失ったという認識のもと、雇

用の在り方の刷新を次のように強調した。 I本来、

経済合理性に基づいた日本的雇用慣行は、 〔中略〕

規制によって保護されるべき存在ではなく、市場

競争のなかで新たな経済環境に適合するものへと

変化を遂げる過程にあるものといえるJ(人代，

1999:15)。また八代は同著で、女性の労働市場参

加にとって障壁と考えられるシステム(つまり長

期雇用・年功制・給与内手当に代表される家族単

位雇用慣行と性別役割分業)を前提にしている社

会保障制度を個人単位化するといった2004年報告

と同旨の提案を行っている(八代，199止149)。

しかし一方で、男女の対等性を巡って、男女共

同参画を推進する立場と市場主義を志向する立場

は異なる。八代は、女性が活用される社会の条件

として規制緩和を通じた企業問競争の促進を強調

する。従来システムが生んだ既存の男女間賃金格

差を利用したコスト削減を狙い、市場競争の激化

に比例して女性を戦力とする企業が増えるという

仕組みである(八代.19鈎:148)。つまりこの主張で

は、女性が男性より「お買い得」な労働力である

ため、競争のなかで女性労働者の需要が高まるこ

とを「女性活用Jと称している。ここで捕かれる

社会は、雇用・制度の個人単位化を男女平等な競

争条件の整備ととらえ労働市場に参加する時点で

の男女の対等性を想定しており、労働市場参加後
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の男女間賃金格差はむしろ前提条件とされ不平等

性は不聞に付される。

規制緩和が政府の方針として進められるにつれ、

競争促進の文脈で「男女平等」が説かれる傾向に

あるが、男女平等と競争社会を結びつける論調に

対しフェミニストは「事実無根」と非難する(紅

原，2007:62)0 男女共同参画の観点からは確かに従

来の社会保障・雇用システムの見直しを求めてい

るが、それは競争の条件整備というより格差解消

効果が期待されるからである。 2004年報告では年

功制の見直しが賃金制度の公正透明性と結びつけ

ば男女間賃金格差の縮小に資すると明示されてい

る。また、男女共同参画が新たな規制の必要性を

重視していることも競争社会と異なる。 2004年報

告を見ると、多様な働き方のニーズに対応する側

面から就業形態の多様化を肯定的に捉える一方で、

選択の余地なく非正規労働を強いられる労働者が

増加している現状を踏まえ、可能な限り希望する

形態での就業を実現する方策の必要性が指摘され

ている。また、同一価値労働同一賃金の実施や強

制力を伴ったパートタイム労働者の均衡処遇Jレー

ルといった就業形態聞の格差を防ぐ具体策も提案

されている。さらに男女共に仕事とそれ以外の生

活の両立を可能にするため、長時間労働是正や賃

金不払残業解消に向けた取り組みにも言及している。

以上述べてきたように、男女共同参画が目指す

のは、既存の規制改廃と再規制によって雇用にお

ける男女間格差を解消し、男性と女性が「お互い

を支え合い補い合」う、協力を基礎とする社会で

ある(坂東，2∞4:93)。規制緩和促進を中心に「男
女平等」を主張する市場主義論者が描く競争社会

とは異なるω。この両者の違いを明確にしておく

ことは次節で詳述するパックラッシュの理解に役

立つことになる。

第二節パックラッシユの膨智一少子化対策への

接近

本節では政策形成の場に日を移し、男女共同参

画が少子化対策との関係性を模索し始める様子を

見る。その背景には、パックラッシュ派議員、パ



ックラッシュ派学者、一部のマスコミが先導した

世論喚起があった。とはいえ、少子化対策への接

近を、パックラッシュの受け身に回ったという消

極的な見方ではなく、更に広範に男女共同参画の

根を張るための戦略と積極的に捉えることが、後

に登場するワークライフパランスを考えるうえで

重要である。以下では、パックラッシュの影響力

とともにフェミニストの戦略を検討する。

パックラッシュの登場は男女共同参画社会基本

法成立に伴う自治体条例が策定され始めた2∞0年
頃に遡る(坂東zω4:153)。パックラッシュ推進派

は男女共同参画に対し、家族崩壊を導く、専業主

婦を蔑視している、日本の伝統を破壊するなど様

々な観点から批判を続けた。特に男女共同参画が

男らしさ女らしさを否定し教育現場ではジェンダ

ー7リー教育の名の下で異常な事態が生じている

とする説は自民党保守派議員の琴線に触れ、パッ

クラッシュ勢力が席巻することになった。自民党

内では両性の平等を誕う憲法第24条改正論議を経

て(2'、第二次男女共同参画基本計画策定時期に合

わせ「過激な性教育・ジェンダーフリー教育実態

調査プロジェクトチーム」設置へと盛り上がりを

見せた。プロジェクトチームは、当時自民党幹事

長代理を務めていた安倍晋三を座長として2005年

4月に設置され、パックラッシュ派を代表する学

者八木秀次らを交えた勉強会・シンポジウム開催

やアンケート実施など積極的な活動を展開した。

そして同年7月以降は男女共同参画基本計画改定

に向けた議論を行い、 12月に「男女共同参画基本

計画改定に当たっての要望書」を作成し、この聞

に官房長官に就任していた元座長の安倍に申し入

れを行った帥。このため、計画内の「ジェンダー」

表記を巡る論争が起き、男女共同参画基本計画改

定作業は波乱の展開となった (r朝日新聞J2005年

10月4目、 2∞5年12月14日)。
パックラッシュの庄力が高まるにつれ、その影

響は男女共同参画会議にも及んだ。それは2003年

1月の第9回男女共同参画会議冒頭の首相発言に

既に反映されていた。当時の首相小泉は発言のな

かで、男女共同参画の進展につれ少子化や子ども

ワークライフパランスをめぐる政治

のしつけに対する影響を危倶する声が高まってい

ることについて触れ「夫婦ともに社会に出ること

の代償として、 〔中略〕家庭のぬくもりが失われ

ることに対する不安も少なくありません。」と述べ

た。続けて、男女共同参画に向けた改革が広く国

民の理解を得られるよう、改革の「影」の克服に

向けた議論の必要性を強調した(男女共同参画会

議第9回議事録)。この発言は男女共同参画と少子

化対策接近の前触れと考えられるω。その後翌

2004年1月の第13回男女共同参画会議では、 「男

女共同参画社会について一部に誤解、曲解等があ

る」ことを踏まえ「男女共同参画の正確な理解の

ために」根本に立ち返って基本的考え方を検討し、

パックラッシュの牽制を試みた(男女共同参画会

議第13回議事録)。しかし、同年7月の第15回会議

における首相の諮問により「少子化と男女共同参

画の関係について調査検討を行う」、 「少子化と男

女共同参画に関する専門調査会」が設置された

(男女共同参画会議第15回議事録)(5'。とうして両

者が結びつけられた。

きてここで、男女共同参画と少子化対策の結合

について検討したい。実のところ、この両者の結

ぴっきは初めて見られる傾向ではなかった。男女

共同参画の歴史に遡ると、むしろこの結びつきは、

男女共同参画社会基本法制定の過程でフェミニス

ト違が男女共同参画の推進根拠として採用してき

た手段であった(大沢2002・15)。家事や育児など

を性別役割として任される女性が仕事を続けるた

めには「両立支援」が不可欠だが、 1985年男女雇

用機会均等法成立後も両立に向けた法整備が一向

に進まなかった。そのなかで生じたl咲均年の 11.57
ショック」は社会に衝撃を与え、これを機に少子

化対策が危機感をもって政策に取り上げられるこ

とになった(堀江，2005:307)0 11.57ショック」に

より出生率の低下と将来の労働力不足が結び付い

て認識されるようになり、女性を労働市場に確保

する必要性が生じ、女性の働き方に多少とも影響

を与えるような法律の整備が進んだ帥。江原由美

子は男女共同参画社会基本法の成立をこの延長線

上に捉えており、基本法成立の裏には、少子化を
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利用して男女共同参画の必要性を訴えるというフ

ェミニストの戦略があったことを次のように語っ

ている。 Iほんとうは少子化が問題なんじゃなく

て、産むと仕事が続けられなくて経済的に圏第す

ること、つまり働くことやライフスタイルの選択

の自由がないということが問題なんだということ

を、フェミニストはみんな分かっている。でも政

治家はそこは決して理解しようとはしない。だか

ら、これは少子化に当然つながる問題なんだよと

指摘して動かそうとした。J (紅原、竹信却07:6)

この7ェミニストの戦略は、少子化を媒介にしな

い限り女性が被る問題がクローズアップきれない

日本社会に対応した結呆である。男女共同参画施

策は「政治過程のなかで生きている」フェミニス

トの戦略が成功して開始された(江原、竹信，

2∞7:6)。
以上のように、基本法成立時における男女共同

参画と少子化対策との結合は男女共同参画の推進

に貢献した。一方、今回の少子化対策への傾斜は

男女共同参画の波を押し返すパックラッシュ勢力

の拡大を背景としており、基本法成立時と状況を

異にする。しかし、少子化対策との結合による過

去の成功体験を持つ男女共同参画は、今次の状況

にも臨機応変に対応した。男女共同参画会議の下

に設置された「少子化と男女共同参画に関する専

門調査会」では、すべての人を対象としたワーク

ライフパランス施策の推進を議論し、性別役割分

業を背景に主に女性に向けられていた「両立支援」

からの飛躍を図った。さらに2006年5月には男女

共同参画会議に対し、短時間労働者の正社員化や

長時間労働の是正等を含めた「仕事と生活の調和

(ワーク・ライフ・バランス)を可能とする働き

方の見直し」を提案した(男女共同参画会議少子

化と男女共同参画に関する専門調査会，2006)。こ

うして男性に対しても男女共同参画の推進が有益

であることが改めて確認された。男女共同参画は、

パックラッシュからの攻勢を逆手に取り、目標で

ある男女の協力社会実現に向けワークライフバラ

ンスを政策課題に押し上げた。男女共同参画の領

域からワークライフパランス実現に向けた取り組
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みが提案されたことは、この後パックラッシュの

急先鋒である安倍の首相就任という男女共同参画

後退の危機にも有効に働くことになる。その様子

は本章第四、五節で見ることにする。

本節の最後に、パックラッシュが政策形成に影

響を与える程の潮流となった背景に触れておきた

い。パックラッシュ派が理想とする社会とは、男

女がその「特性」を発揮して父性と母性を基礎に

子どもを養育する 11家族の価値Jが輝く社会」で
ある(細谷，2005:100)。ここでは従来の日本型雇用

慣行が前提とした男性稼得者と主婦が形成する家

族が前提になる。しかし第一章で見たように、も

はや労働市場は変化し日本型雇用慣行を維持する

余力は失われ、男性稼得者に雇用保障と家族給を

含む収入が提供される機会は減少してLまった。

この労働市場の変容には規制緩和が政府の方針と

され加速したことも一因である。こうして従来の

家族モデルの経済的基盤が崩れ家族が変容するこ

とに加え、変容そのものに適応する社会を目指す

男女共同参画の推進によって男性稼得者と主婦が

形成する家族が選択肢のーっとして相対化きれる

ことに対しパックラッシュ派は不安・恐怖を抱き

反発する(北田，2005)。こうした現状に対する不

安感・恐怖感が、労働市場の変化を身を以て経験

している人々に親近感をもたせ、彼らが労働市場

改革を牽引する規制緩和論者の意味するところの

「男女平等」を男女共同参画と同視したためにパ

ックラッシュ拡大につながった。そして、間接的

に労働市場の変化から影響を受け、かつ男女共同

参画の観点、から税制等の優遇廃止という負担増を

要求される主婦層のなかにもパックラッシュを支

持する傾向が見られた。しかし、この主婦層から

のパックラッシュの論調を丁寧に読むと、実は男

女共同参画と共通する問題意識が浮かび上がる。

主婦の視点からのパックラッシュは、両立支援の

対象から外されやすい非正規雇用の女性が増加し、

女性に仕事と家庭の二者択一が迫られ、家庭を選

ぶ者がいる現状にもかかわらず、 「現実を無視し

て」男女共同参画が夫婦共働きの社会への転換を

促していると反発している(山下Z∞6:203)。パツ



クラッシュ派が女性の置かれる現状を批判しつつ

も、この現状を主婦を肯定する正当性の論拠とし

て利用するのに対し、男女共同参画推進派はこの

現状を改善するための取り組みを主張する。この

ように対応こそ異なるが、正規労働さえ両立が困

難であり、かつ低処遇の非正規労働者が増加して

いるというパックラッシュ派の現状の指摘は男女

共同参画推進派と共通である。そこで次節では、

主張を異にする主婦からのパックラッシュと男女

共同参画がともに指摘する女性と労働の現状につ

いて若干検討してみたい。

第三節男女格差と雇用形態による格差

主婦からのパックラッシュと男女共同参画推進

派の現状認識は、パートに代表される非正規労働

が低処遇であること、そしてその非正規労働が増

加していることを基礎としていた。正規非正規聞

の処遇格差は昨今格差社会論によって非難されて

いるが、この格差社会論は、男性の非正規労働者

が増加し可視化されたことにより始まったのであ

り、その背後で女性の非正規労働者割合が急速に

拡大している実態やかねてからの男女格差は大き

く取り上げられていない(熊沢2007:107)。しかし、

現在の正規非正規間処遇格差を遡れば、性別分業

が生んだ男性=正規労働、女性=非正規労働とい

う働き方の男女格差に辿りつく(江原，2007)(九

つまり、非正規労働は家計補助的労働とみなされ

る傾向が現在まで続いていることが、非正規労働

の低処遇の原因ということである曲。また、この

間進んだのは規制改革論者の言う格差を伴った

「男女平等」であって専ら労働規制緩和のみが加

速し、男女共同参画が主張する均等待遇のための

再規制が実効力を伴ってこなかったことも低処遇

の要因である。しかし低処遇を強いられる非正規

労働者は、規制改革論者が進めた労働の規制緩和

の下、正規労働からの転換も含め増加している

(竹中，2005:17)。特に女性は非正規労働割合を男

性以上に増加させており、非正規化の加速度にお

いても男女聞には格差がある冊。

このように労働市場改革が進む状況のなか、悪

ワークライフパランスをめぐる政治

化する労働環境への異議申し立ての声が女性側か

ら高まるようになった。既に第二章第六節で見た

ように、連合の会長選では非正規労働者を代表し

て全国ユニオンの鴨桃代が女性初の候補者となり

支持を集め、非正規労働者の影響力の高まりを見

せつけた。また、労働政策審議会で労働法制の改

正が議論されている頃、働く女性のための初の全

国的支援組織「働く女性の全国センター (ACW2)J

が結成された cr朝日新聞J2006年10月31日、 2∞7
年 1月28日、 『読売新聞J2007年 1月10日)。

ACW2は、 1990年代に一般職やパートの女性たち

が賃金差別訴訟を起こすなかで誕生した支援団体

や女性ユニオンが、均等法キパート労働法の改正

を求め活動する過程で築いたネットワークをもと

にした組織である。女性たちのこのような長年の

取り組みが、急増する非正規労働女性からの相次

ぐ解雇キセクハラなどの相談に対応する組織を生

んだ。

以上、仕事と家庭生活の両立困難に拍車をかけ

る、女性(特に非正規労働)を取り巻く労働環境

の劣化とそれに向けた抵抗を見てきた。女性の生

き方を左右する仕事と生活の両立の問題は、パッ

クラッシュ派急先鋒の安倍の首相就任により何ら

かの変化があったのだろうか。次節で検討したい。

第四節安倍政権と男女共同.iIi

本節は、 2006年9月に誕生した安倍政権が男女

共同参画の領域でどのような政策を提案したか論

じる。先に記したとおり、安倍は幹事長代理時代

の2005年4月、自民党内に設置された「過激な性

教育・ジェンダーフリー教育実態調査プロジェク

トチーム」の座長に就任し、男女共同参画パック

ラッシュの旗振り役を務めた。また、同年10月第

3次小泉改造内閣で官房長官に就任して以降、

11家族・地域の幹再生」政務官プロジェクトチー

ム」を立ち上げ、 「子どもを育てることの喜ぴ、

家族をもつことのすばらしさ」についての議論、

とりまとめを指示してきた(安倍，2006b:173)。パ

ックラッシュ派はこうした安倍の取り組みにより

勢いづき、安倍の首相就任に対して全面的な協力
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体制をとることになった。

きて、安倍政権におけるパックラッシュ要素は

まず人事の面から見られた。総裁選時の公約「官

邸主導確立」の核となる首相補佐官には、先に記

した両プロジェクトチームに積極的貢献を行って

きた山谷えり子参院議員が採用された。また、少

子化・男女共同参画担当大臣には長年夫婦別姓に

反対してきた高市早首衆院議員が据えられたこと

で、男女共同参画の後退が懸念された cr朝日新聞1
2∞6年9月27日)(10)。
この傾向は政策の方針からも見受けられた。所

信表明演説で安倍は、 「子育ての素晴らしさ、家

族の価値を社会全体で共有できるよう、意識改革

に取り組みます」と宣言した(安倍2∞6c:55)(11)。
一方、演説では「男女共同参画」というフレーズ

は一切使わず、男女共同参画と関わる内容は再チ

ャレンジの一環で示されたパート労働者への杜会

保険の適用拡大のみであった。

では、次に安倍が首相就任後、男女共同参画会

議とどのように関わったかを検討する。安倍は首

相就任後初の男女共同参画会議の挨拶で、以前か

ら出産・育児で退職した女性への再チャレンジ支

援策に取り組んできたことを冒頭に触れ、男女共

同参画の今後の方針として女性の再チャレンジ支

援策、働き方の見直しゃテレワーク拡充による仕

事と家庭の両立支援策、出産・子育て期の医療ニ

ーズに対応する体制の充実強化を挙げた(男女共

同参画会議第24回議事録)。示された内容はいずれ

も出産育児に関連するものであった。翌2007年2

月の次回会議は、その聞の2006年12月20日に発表

された人口推計に衝撃を受けた安倍が少子化対策

へ傾注するなかで開催された(安倍の少子化対策

は第四章で詳述)。この会議では遂に男女共同参画

検討の場で「家族の価値」を強調することになっ

た。安倍は会議のなかで、 「美しい圏、日本」を

作る前提として「家族の素晴らしさや価値を再認

識することが必要であります。」と語り、この観点

から男女双方の「仕事と生活の調和」の重要性を

指摘した。このとき、男女共同参画会議では既に

「少子化と男女共同参画に関する専門調査会」に

m 

おいて女性労働力率と出生率の相関性について統

計を用いた論証を行い、共に上昇している固では

男性を含めた働き方の見直し、男性の家事育児参

加等が進んでいることを明らかにした実績があっ

た(男女共同参画会議少子化と男女共同参画に関

する専門調査会，2005)。さらにこの調査会では既

にワークライフバランスに向けた取組みの提案も

行っていた(男女共同参画会議少子化と男女共同

参画に関する専門調査会，2006)0 調査会での結論

は、男女共同参画推進が少子化解消に資すること

を明示したが、裏を返せば出生率向上の一つの方

策の提案にもなりうる。そこで、安倍はこの研究

実績を有効活用するため男女共同参画会議に対し

ワークライ 7バランスの「本格的な調査審議を進

め、我が困全体が、どのように取り組みを進めて

いけばよいのか、その方向性を十分に検討してい

ただきたい」と依頼した。この発言を受け、 「少

子化と男女共同参画に関する専門調査会」は廃止

され、これを発展的に改組した「仕事と生活の調

和(ワーク・ライフ・バランス)に関する専門調

査会」が男女共同参画会議の下に設置されること

になった。

以上より、安倍は当初から男女共同参画の場を

借りて少子化対策を推進する意図があったと言え

る。それが2∞7年から独自の少子化対策に着手す
るなかで、その推進のためにも男女共同参画の実

績を積極的に利用することとし専門調査会を新設

した。新しい専門調査会の設置は、安倍が男女共

同参画会議の存在意義を認めたことを意味する。

パックラッシュを背景に、男女共同参画が少子化

対策と接近した際に提案されたワークライフパラ

ンス実現への取り組みは、ここにきて男女共同参

画政策の生命線となった。

第童館 『仕事と生活の田和{ワーク・ライフ・

バランス)に闘する専門調査会』での副首

以上のような経緯で設置された「仕事と生活の

調和(ワーク・ライフ・パランス)に関する専門

調査会」は、 2007年3月から議論が開始された。

第l回調査会では、本調査会が少子化対策として



のワークライフパランスを議論する場ではないこ

とが確認され、働く人に焦点を絞った検討を行う

方針が示された国(13)。この調査会は、設置の2ヶ

月前にホワイトカラーエグゼンプション構想断念

に追い込まれていた経済界の抵抗の場となり、一

方で労働側の目指す「ディーセントワーク」が取

り上げられる。この意味で、調査会での議論は第

二章で検討した労使の応酬の続編であり、ワーク

ライフパランスそのものを巡る両者の意識のずれ

が明確にされる。

調査会第2固から第4固までは調査会委員によ

り各々が所属する組J織のワークライ7パランスへ

の取り組み等が報告され、第4回調査会では経団

連と連合の取り組みが紹介された。これらの報告

を第二章で触れた審議会での論争を踏まえて詳細

に見ると興味深い。当時経団連専務理事であった

紀陸孝からはワークライフバランス推進に対する

経団連の基本的考え方が報告されるが、その内容

は第二章で見た経営側の姿勢のとおりであった凶。

つまり、多様で柔軟な働き方をワークライフバラ

ンスの基本とし、ワークライフバランスは労使に

よる新しい自律的働き方に挑戦するなかで実現さ

れるという考えである。ここで紀陸は、労働時間

適用除外制度の断念以降、労働政策形成の場でタ

ブー視されていたホワイトカラーエグゼンプショ

ンにまで言及し制度導入への経営側の執念を見せ

た。また、ワークライフパランスの意識醸成と大

きく関わる長時間労働に触れる際、労働時間適用

除外制度断念後もそれと切り離されて議論が進め

られていた「時間外労働の賃金割増」について、

長時間労働が「割増賃金を上げたからなくなると

いう問題ではないだろうと私どもは認識をいたし

ております。」と抵抗してみせた制。紀陸は、そ

の後の調査会での中間報告案作成の検討にあたっ

ても、「働き方を変える」ことの認識を他の委員ら

と異にするために折り合いが付けられず徹底して

批判を続けた刷。

対して、連合副会長の植本民砂子は、連合の取

り組みの報告にあたり「少子化対策JI両立支援」
を超えたトータルな働き方の見直しを挙げ問、「仕

ワークライフパランスをめぐる政治

事と生活の調和の実現には「自律的な働き方」が

必要だとして、われわれが求める仕事と生活の調

和とは、正反対の労働時間管理や労働時間規制の

適用除外をさらに拡大する動きがある。」と批判し

た(植本.2007)。このことに関連して、植本は中

間報告案を巡る議論のなかで、連合がワークライ

フパランスと言うときの仕事とは「ディーセント

ワーク」であると主張し経営側との認識の違いを

明ら坤主にした(18)(19)。

こうした労使の対立点を踏まえつつ、調査会で

は企業・組織における働き方の検討を優先的に行

った。そして、 2007年5月には企業等の事例分析

を行った結果をまとめ、中間報告を発表した。中

間報告ではワークライフパランスを「老若男女誰

もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓

発など、様々な活動について、自ら希望するパラ

ンスで展開できる状態」と定義し、 「多様性に富

んだ活力ある社会を創出する基盤」としてその重

要性を強調した(男女共同参画会議仕事と生活の

調和(ワーク・ライフ・パランス)に関する専門

調査会Z∞7:2)。また、そのために企業・組織はワ
ークライフパランスへの取組みを「明日への投資」

と考え経営戦略の柱にするよう、取組みのメリッ

トを提示して促した(男女共同参画会議仕事と生

活の調和(ワーク・ライフ・パヲンス)に関する

専門調査会，2007:8)。さらに中間報告では、経営側

から消極的意見が出されつつも「ワーク・ライ 7

・パランス社会の実現度指標」の開発について以

後検討を行うことを決定した。この指標は「骨

太の方針2∞7Jにも盛り込まれ、 「行動指針」の内
容のーっとされた催済財政諮問会議，，2007:19)。

第四章少子化対策とワークライフバランス

本章では、少子化対策の観点からワークライ 7

パランスの実現が政策課題に持ち上げられるまで

の過程を検討する。子どもをもっということは生

き方に関わる選択であるため、この分野において

も前章で触れた価値観を巡る論争が表面化する。

男女共同参画施策の進展に抗う人々は、同時に少
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子化対策の方向性を「家族の価値」の強調へ向け

ようとする。男女共同参画パックラッシュの拡大

と並行して、少子化対策の領域でも「家族の価値」

を強調する施策が散見されるようになった。この

傾向は、少子化対策検討の場の変遷との関連が予

測されるため、本章では少子化対策議論の中心舞

台の移り変わりに注目しつつ論じていく。

まず、少子化対策の領域でワークライフパラン

スの萌芽と言える「少子化対策プラスワン」につ

いて説明し(第一節)、続いて価値観論争が政治化

される過程を検討する(第三節)。そして、安倍政

権が少子化対策としてワークライフパランスを取

り上げる様子をその背景と共に論じ(第三節)、最

後に少子化解消のために政府と共に大きな役割が

期待される経済界の少子化対策を若干検討する

(第四節)。

第一節少子化対策からのr.曹方の見直し』の
蝿罵

1990年の 11.57ショック」を契機とする少子化

対策は、幾つかの段階を経て現在に至っている。

各段階は主に、働く女性のための「両立支援」、対

象を男性に拡張した「次世代育成支援」、ライフス

タイルを関わずあらゆる労働者に向けた「ワーク

ライフバランスjというキーワードで表すことが

できる。本節では前半部について触れることにす

る。

まず、 1990年代前半は主に「両立支援」が柱と

なった。少子化の進展が将来の労働力不足を招く

という危機感から女性を労働力の主体と捉える方

針が政策の基本となり、ここから性別役割分業の

下で家庭的責任を負う女性に向けた「両立支援」

が開始された。しかし1997年に発表された人口推

計で将来の合計特殊出生率が予測より大幅に下方

修正されたことから、厚生労働省人口問題審議会

が政府の審議会として初めて少子化の総合的分析

を開始し少子化への対応の必要性を明らかにした

(内閣府，2004)。続いて、この報告を踏まえた

1998年厚生白書は、 「母性の過剰な強調」を少子

化の一つの原因と分析し男性の育児参加を求めた。
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これを機に男性の子育てへの関わりが少子化克服

の鍵と認識され、意識啓発活動が行われるように

なった(堀江，2005:85)。この傾向のなかで、 2∞2
年に厚生労働省より発表されたのが「少子化対策

プラスワン」であり、この文書により従前の少子

化対策に「男性を含めた働き方の見直し」が加え

られることになった(厚生労働省，2002)。

「少子化対策プラスワン」の背景には、新たな

少子化促進要因の発見があった。 2002年1月に発

表された「日本の将来推計人口」により、従来か

ら少子化要因と考えられてきた「晩婚化」に加え

「夫婦の出生力低下」の現状が明らかになった。

これらの要因を踏まえ厚生労働省が従来の少子化

対策を再検討した結呆、新たに四つの視点が必要

と判断され、そのうちの一つの柱に「男性を含め

た働き方の見直し」が含まれた(厚生労働省，

筑泊2)(九その具体策としては、多様な働き方の実

現、子育て期の残業時間縮減、父親休暇などが挙

げられた。また、 「少子化対策プラスワンjは男

女それぞれの育児休業取得率の目標数値を掲げて

おり、少子化対策に男女が共に家庭的責任を担う

というイメージが埋め込まれた。 1少子化対策プ

ラスワン」によって、従来の「両立支援」を男性

に拡張し、かっ働き方を改め子育て中の男女に仕

事と家庭生活の両立を実現する「次世代育成支援」

施策が目指されることになった曲。

きて、このように厚生労働省が少子化対策の領

域で働き方の見直しを主張し始めた要因はもう一

つあった。それは、少子化対策プラスワン発表前

年の2001年の省庁再編による厚生労働省雇用均等

・児童家庭局の誕生である (ci萩原Z∞6ヨ34)。省
庁再編後もその狙いに反して旧省聞の政策連携は

遅々として進まず、厚生労働省もその例外ではな

かった。しかし、労働省女性局と厚生省児童家庭

局を統合して再編後の少子化担当組織となった厚

生労働省雇用均等・児童家庭局に至っては「複眼

的な政策ができるようにな」り、連携成功の貴重

な例となった(岡田，2006:34)。新たな組織体制を

飛隠のきっかけに、少子化対策が「働き方の見直

し」に本格的に踏み込んだと考えることができる。



2∞3年には、 「少子化対策プラスワン」を踏まえ、
地方公共団体及ぴ企業における10年間の集中的・

計画的な取組みを促進するための「次世代育成支

援対策推進法案」が国会に提出されるが("この

法案は厚生省と労働省の「合併記念法案」と呼ぶ

声があったという(荻原Z∞6:234)。
こうして少子化対策は「次世代育成支援」施策

へと舵を切った。しかし、この頃男女共同参画の

分野に向けたパックラッシュが勢いを拡大させて

おり、少子化対策の領域も次第にその影響を受け

ることになった。次節ではその経過を見ることに

する。

第二節価値観を巡る争いの政治化-2006年「新

しい少子化対策』までの歩み

「次世代育成支援対策推進法」が成立した2003

年第156回通常国会では、少子化に関連するもう一

つの法「少子化社会対策基本法」も同時に成立し

た。少子化対策を舞台に展開された価値観を巡る

争いは、この法律と密接に関わる。なぜなら、少

子化社会対策基本法そのものに対する反論が起こ

ることに加え、この法律が敷いたレールの上で争

いが政治化していくためである。

少子化社会対策基本法成立以前、少子化対策は

多様なライフスタイルに配慮しながら進められて

きた。というのも、 1990年代後半から少子化対策

は「次世代育成支援」の方向に進むが、その頃提

出された政府文書には、少子化対策を進めるにあ

たって結婚や出産に対する個人の選択を尊重し多

様な生き方に配慮するといった内容の留意点を盛

り込む傾向にあった(.，。この配慮により、幅広い

コンセンサスを得て少子化対策が進められてきた。

しかし、少子化社会対策基本法は朗、前文で「少

子化は、社会における様々なシステムキ人々の価

値観と深くかかわっており、この事態を克服する

ためには、長期的な展望に立った不断の努力の積

重ねが不可欠」としたうえで、第六条で「国民は、

家庭や子育てに夢をもち、かっ、安心して子ども

を生み、育てることができる社会の実現に資する

よう努めるものとする」と国民の責務を規定した。

ワークライフパランスをめぐる政治

また、子育ての第一義的責任は親にあるとの認識

の下、 「男女共同参画社会の形成とあいまって、

家庭や子育てに夢を持ち、かっ、次代の社会を担

う子どもを安心して生み、育てることができる環

境を整備することJ(第二条一項)、生命の尊厳・
子育てにおいて家庭が果たす役割・家庭生活にお

ける男女の協力の重要性について園地方公共団体

が教育啓発を行うこと(第十七条)が示された。

これらの条文には以前の流れと異なる要素が含ま

れているとされ、国会審議では「女性の自己決定

権の保障・配慮という視点が欠落し」ている、あ

るいは「固による私生活への過剰な干渉が懸念さ

れる」など様々な批判が向けられ曲、国会審議の

外でも抗議活動が起こった(浅倉2∞3:69-70)(7'曲。
少子化社会対策基本法は他方で、パックラッシ

ユ派からも批判された。男女共同参画批判の代表

的論者である八木秀次は、この法案を 17ェミニ

ズム法案」と称L、 11男は仕事、女は家事・育

児」という発想を改め「男女ともに仕事・家事・

育児」というのが当たり前になるよう「環境」を

「整備JJすることを狙っていると批判した(八木

，2000:166)刷。また、少子化解消のためには「官民

挙げて家族の価値を再認識すること」が必要と主

張した(八木3脚 :170)。

このようにして、少子化社会対策基本法につい

て価値観を巡る争いが表面化した。各立場は、人

口減少を前提としてそれに対応した社会づくりを

求める立場/人口減少を食い止めるために国民の意

識変革を求める立場とまとめることができる。以

後、少子化社会対策基本法を根拠法として少子化

対策が展開されるが、その過程ではこの価値観論

争がより政治化され、徐々に「家族の価値・家族

の幹」が帽を利かせるようになっていく。

ところで、少子化社会対策基本法成立の影響は、

少子化対策検討組織の改組となって現れた。法成

立以前は、関係行政機関トップを構成員とする少

子化対策推進関係閤僚会識が少子化対策の大枠を

決定してきた。この会識が少子化社会対策基本法

施行に伴い廃止され、代わりに内閣総理大臣を会

長に全閣僚で構成される「少子化社会対策会議」
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が内閣府に設置された(内閑府，2004)。新組織が

内闘機能強化策の一環で設けられた内閣府のなか

の一会議となったことは、少子化対策の総合的包

括的な展開が可能になったことを意味する。実際、

少子化社会対策基本法の義務付けに従い政府が策

定した施策大綱「少子化社会対策大綱」では、若

者の自立のための就労支援など幅広い内容が盛り

込まれた。大綱ではその他に、働き方の見直しと

して「仕事と生活の調和」を挙げ、また「家庭の

役割についての理解」を促進することも示された。

そしてその後も少子化対策推進の基盤は強化され

ていった。 2005年lO月には第3次小泉改造内閣にお

いて少子化を担当する内閣府特命担当大臣が置か

れ、会議の下には関係閣僚と有識者から成る「少

子化社会対策推進会議」が、その下には少子化担

当大臣と推進会議有識者から成る「少子化社会対

策推進専門委員会」が設置された(内閣府2∞6)。
以上のような経緯で少子化対策は政府主導で進

むことになり順調に見えた。しかし、実際は各方

面からの抵抗や内部からの反発があり、次第に複

雑な様相を呈していった。まず、官僚との調整を

経ずに独自の提案を行なう猪口少子化担当大臣の

手法に、官僚からの反発が相次いだ(1ω。猪口の発

案による「少子化担当大臣と地方自治体トップの

プロック会議」開催には、事前の相談がなかった

ことを理由に厚生労働官僚から反発が起こった。

これには、厚生労働省と内閣府の少子化対策をめ

ぐる「主導権争い」の側面もあった (r朝日新聞1
2C胤年1月28日)。また、猪口の出産無料化に闘す

る発言は財務官僚から批判が起きた。一方その頃、

以前に「過激な性教育・ジェンダーフリー教育実

態調査プロジェクトチーム」で事務局長を務めた

経験をもっ山谷えり子参院議員が内閣府大臣政務

官に就任しており、山谷を中心に 11家族・地域の

幹再生」政務官プロジェクトチーム」が結成され、

男女共同参画と一体で少子化対策を進める政府と

異なる方針の集団が生まれた (r朝日新聞J2006年
1月28日)旧}。さらに、少子化社会対策推進専門

委員会における報告書のとりまとめ作業では、猪

口大臣と有識者委員の聞で優先すべき政策を巡っ
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て対立が生じた([朝日新聞J2006年5月21日、

『読売新聞J2006年5月23日)(国。また、政府主

導に対L与党からは連携を求める声が高まり、

2006年3月「少子化対策に関する政府・与党協議

会」が設置された。この政府・与党協議会では

「骨太の方針2006Jに反映させる「新しい少子化

対策」策定に向けた作業が行われるが、この場に

は具体的提案を異にする四案、具体的には少子化

社会対策推進専門委員会案、政務官プロジェクト

チーム案、自民党案、公明党案が持ち込まれとり

まとめは困難を極めた([読売新聞J2006年5月23
日)。

ここで、 「新しい少子化対策」をまとめる段階

での各方面からの案を概観してみる。少子化社会

対策推進専門委員会案は、少子化対策の基本に

「ワーク・ライフ・パランスの実現や男女共同参

画の推進」を掲げ、 「子育て家庭を社会全体で支

援する体制」作りを目指した(内閣府，2006:27)。

一方、政務官プロジェクトチームは、少子化の背

景に「過度に経済的な豊かさを求め、個人を優先

する風潮がある」とし、政府が取り組んできた経

済的支援や仕事と生活の両立支援といった施策が、

少子化の背景を前提とする「対症療法」にすぎず

「抜本的に少子化の流れを変えるものとしては不

十分」と考えた。そして少子化問題への対応とし

て「経済優先・個人優先の価値観とは異なる新し

い価値観に基づき、 「結婚して子供を産み育てる

ことが当たり前と皆が自然に考える社会」を実現

することが必要」と断言した (1家族・地域の幹再
生」政務官会議プロジェクトチーム，2006)。自民

党案は、 「個人の多様な生き方を尊重しつつも、

家庭を社会の基礎的な単位として尊重」する視点

を基礎に置き、経済的支援を筆頭に施策を並べた

(自由民主党政務調査会厚生労働部会広胤坦)。な

かには、子どもを育む家族平地域の鮮を深める国

民運動の展開など、政務官プロジェクトチーム案

と類似の提案もあった。対して、公明党案は、

「子どもを産みたいと主張する人々に積極的に機

会を与え」ること、また「男女共同参画社会の遅

れが少子対策の遅れに連結している」ことを基本



的な考えとした。そして、出生率低下の原因の根

底に働き方の問題があると指摘し、ワークライフ

パランスの重要性を説いて「仕事と生活の調和推

進基本法J (仮称)制定を提案した(公明党少子
社会総合対策本部Z∞6)(13)。
以上より、政府・与党協議会に提出された囚案

は、少子化社会対策基本法に向けられたこっの異

なる価値観にそれぞれ立脚していることが読み取

れる。こうして「新しい少子化対策」のとりまと

め作業では対立的価値観がせめぎ合い、結果的に

は異なる価値観が混合する一貫性のないにものに

なった。最終的に少子化社会対策会議で決定され

た「新しい少子化対策」では、その基本的視点を

「出生率の低下傾向の反転に向け、少子化の背景

にある社会意識を問い直し、家族の重要性の再認

識を促し、また若い世代の不安感の原因に総合的

に対応する」と示された(内閣府.2008・203)。家族

.地域の鮮を強化することを目的とする社会全体

の意識改革を前面に打ち出し、政務官プロジェク

トチームや自民党が求めた「家族・地域の幹強化

に向けた国民運動」の推進が強調された一方で、

若い世代の不安解消に向けて、公明党や少子化社

会対策推進専門委員会が提案した「働き方の見直

し」も基本に置かれることになった(内閣府

Z版活宮7、 『朝日新聞J20凶年6月15日)。

第三節 安倍政権の信合的少子化対康一『少子化

対簾』としてのワークライフバランス

前節では、安倍政権発足以前の少子化対策につ

いて価値観対立に着目しながら概観した。第三章

の内容に照らせば、男女共同参画パックラッシュ

の強まりと少子化対策における家族の鮮の強調は

同時期に見られ、これらは裏表の関係にあること

がわかる。この潮流を政治の舞台で勢いづかせた

中心的人物が安倍であり、首相就任以前より家族

の価値を重視した少子化対策への熱意を見せてい

た(安倍.2006b:174)。本節では、安倍が少子化対

策の文脈でワークライフバランスに注目したこと

で、少子化対策の軸が「次世代育成支援」から更

に発展していく過程を論じる。

ワークライフパランスをめぐる政治

安倍が初めて「ワークライフバランス」という

フレーズを口にしたのは総裁選期間であったo

2006年9月15日に開催された「新しい日本をつく

る国民会議J(21世紀臨調)主催の「政策本位の党

首選挙」推進大会にて、安倍は初見表明のなかで

テレワーク人口倍増のためのインフラ作りに触れ

た際、 「出産を終えた女性が自宅で勤務すること

ができJIワークライフパランスを変えていくうえ

においても大きな意味があるかもしれないjと語

った (r朝日新聞J2006年9月19日、新しい日本を
つくる国民会議ホームページ)。しかし安倍がこの

とき「ワークライフパランス」に触れた裏には、

後に安倍内閣で広報担当首相補佐官となる世耕弘

成によるアドバイスがあったと言われている([朝

日新聞』筑泊6年9月19日)。世耕は、 「ワークライ

フパランス」という言葉を用いることで、少子化

対策に本気で取り組む印象を与えアピーJレできる

という戦略を描き安倍に提案したという(秋山、

川村.2006)。つまり、このときの発言は世耕の進

言によるメディア戦略の一環であって、安倍自身

に「ワークライフパランス」そのものの具体的イ

メージがあったとはいえない。その証拠に、安倍

の総裁選パンフレット「美しい園、日本。」では少

子化対策関連項目として「子育てフレンドリーな

社会の構築」を掲げ、 「次世代育成支援」のキー

ワードである「ファミリーフレンドリー」を連想

させた(安倍.2ω6a)。本来「ワークライ 7パラン

ス」施策は労働者全般を対象とし、子育て期に限

定した「ファミリーフレンドリー」施策よりも広

範な施策を含むものである(武石.2006:10)。ゆえ

に、安倍は総裁選当時両者の違いを明確に意識し

ていなかったと考えられる。

きて、安倍が首相就任後少子化対策に本腰を入

れることになったきっかけは2006年12月20日人口

問題研究所が行った「日本の将来推計人口Jの発

表だった。この推計結呆は、前回 (2002年)調査

が50年後1.39と予測した合計特殊出生率を1.26に下

方修正し、さらに2055年には15-64歳の労働力人

口が半減することを予測した cr毎日新聞』筑旧6年
12月21日)(凶。この頃、郵政民営化造反議員の自
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民党復党や道路特定財源の一般財源化問題などの

影響で、安倍政権の支持率は発足直後から20%以

上下落していた C[毎日新聞J2006年12月12日)。
2006年12月25日のインタピューで、安倍は内閣支

持率低下について「謙虚に受け止めたいと思って

いるが、一喜一憂することなく結果を出していく

ことによって国民の理解と支援をいただきたい」

と述べるとともに、翌2007年は「有言実行」を目

標にすると語った C[読売新聞J200隔年12月26日)。

また、年末には年明けの記者会見打ち合わせの場

で「年頭の記者会見では言いたいこと言うよ」と

宣言し、会見では、政権発足時の所信表明演説で

「内閣の総力をあげて」取り組むと表明していた

少子化対策など社会保障政策を強調した cr朝日新
聞J2∞7年3月24日、安倍2∞6b)。安倍は、新た
な年を迎え初心に返り、プレのない信念に沿った

政策を打ち出して結果を出すことで支持率の回復

を狙ったと言える。年明け早々、 「有言実行」の

ために、前年末発表の将来推計人口の結果を受け

た新たな少子化対策に着手する運u'となり C[朝日
新聞J2∞7年1月4日)、 1月10日には同月中に少
子化対策検討のための新たな会議を設置する方針

を固めた cr毎日新聞j2∞7年1月11日)。
ところで、この頃労働法制の議論ではホワイト

カラーエグゼンプションが取り上げられていた。

この文脈のなかで安倍のワークライフバランスに

対するイメージが明らかになる。それは、労働時

間適用除外について与党内からも慎重な声が高ま

っていた2007年1月5日、記者団からのホワイトカ

ラーエグゼンプションをどのように考えているか

という聞いに対する答えのなかで見られた cr朝
日新聞J2ω7年1月19日)0 r家で過ごす時間はで
すね、例えば少子化にとっても必要ですし、その

観点からワークライ 7バランスを見直していくべ

きだということを申し上げていますJC安倍晋三イ
ンタピュー)。この発言は、ホワイトカラーエグゼ

ンプションが働き方に裁量をもたらしワークライ

フバランスに資するという経営側の論理を反映し

ていた。安倍は、その後1月11日に労働時間適用

除外制度について記者団に対し「私の内闘では、
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仕事と生活のバランスを見直していこうと考えて

い」ると話し国会提出を目指す考えを示したが、

5日後の 1月16日には「今の段階では理解を得ら

れていない」と述べ断念した cr毎日新聞J2∞σ年
1月17日)。

安倍の断念により労働時間適用除外制度導入問

題は徐々に収束に向かった。しかし、それからま

もなく再び安倍を悩ます事態が生じた。それは柳

沢厚労相の「産む機械発言」であり、少子化対策

に直結する問題であった。この発言は猛烈な反発

を招き、野党の予算審議拒否にまで発展した畑。

この「産む機械発言」問題がマスコミで大々的に

取り上げられる裏で、少子化対策検討のための新

会議設置が発表された。新設された「子どもと家

族を応援する日本重点戦略検討会議」は、少子化

社会対策会議の下に置かれていた少子化社会対策

推進会識を廃止して設置された。この会議では働

き方の改草や地域・家族の再生などの分科会を設

け具体策を練ることになり、また少子化対策の方

向性を「ワーク・ライフ・パランス(仕事と生活

の調和)重視に転換」する方針で議論が進められ

ることになった C[毎日新聞j2007年1月29日)。

少子化対策の方向転換を打ち出し、支持率向上の

切り札として設置される予定だった会議は、発足

直前の「産む機械発言」に話題をさらわれたまま

スタートを切ることになった。

きて、 「産む機械発言」に抗議し審議拒否を続

けた野党は、審議復帰の条件として少子化問題集

中審議の開催を要求した cr毎日新聞2007年2月7
日J)。この集中審議では、少子化に関して幅広い

観点から議論が行われた。特に少子化対策の基本

認識についての質疑は今後の取り組みと大きく関

わる。民主党の川内博史衆院議員は、少子化社会

白書内の rr新しい少子化対策」が「出生率の低下
傾向を反転させる」という目標を設定している」

という記述を取り上げ、出生率向上を目標とする

考えが柳沢発言の根底にあるのではと問うた。こ

れに対し、柳沢は「目標にするというのはやはり

非常に問題がある」と述べ、出生率向上に対し

「結果としてそうなるように環境整備に取り組む」



との考えを示した(衆議院予算委員会会議録)，，，，。

また、公明党の斉藤鉄夫衆院議員は安倍に対し少

子化対策の基本的考えを問い、安倍は「どういう

生き方を選択するか、それはもう個人の価値観の

問題であり、それに対して国は決して介入するべ

きではないし、また、その価値観について云々す

るべきではない、このように思います」と答えた。

続けて「結婚をしたい、あるいは子供を産み育て

ていきたい、子供を持ちたいと思いながら、なか
ママ

なかそれにちゅうちょしている、あるいはいろい

ろな障害があってそれができないということであ

れば、その障害を取り除いていく、安心して子供

を産み育てやすい、あるいは結婚できる環境をつ

くっていく責任は我々にまさにある」と述べ、環

境整備に力点を置いた。しかし、発言の最後には

「家族を持ったり、あるいは子供を産み育ててい

くということの価値についても、私はやはり再詑

識していく必要もあるのではないだろうか、この

ように思いますJと付け加え、従来からの見解に

触れた(衆議院予算委員会会議録)。以上のように、

「産む機械発言J釈明の場では、結婚や出産の希

望に焦点を当てた環境整備に取り組むことが確認

され、安倍がかねてより強調していた「家族の価

値」は全面に押し出きれなかった。この場で安倍

から「価値観について云々するべきではない」と

いう言質を取ったことが後の少子化対策にいかに

反映されたのだろうか。

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討

会議は却07年2月9日に初会合を聞くが、この会

議冒頭あいさつでも、安倍は困民の希望実現に焦

点を当てることを強調し、家族の価値の再認識に

詳論することはなかった (r子どもと家族を応援す

る日本」重点戦略検討会議第1回議事要旨)02007 

年6月に発表された中間報告では、人口構造に対

応するための今後の戦略として、困民の希望を叶

えることで少子化の流れを変えること、労働力人

口緩和のため若者、女性、高齢者の就業参加を促

進することを掲げた。そしてこの2つを並行して

実施するため「ワーク・ライフ・パランスの実現

を目指した働き方の改草」の重要性が強調された。

ワークライフパランスをめぐる政治

ここで「ワーク・ライフ・パランスの実現」は

「個人が仕事上の責任を呆たしつつ、結婚や育児

をはじめとする家族形成のほか、介護やキャリア

形成、地域活動への参加等、個人や多様なライフ

スタイルの家族がライフステージに応じた希望を

実現できるようにすること」と定義される問。今

回、少子化が引き起こす労働力減少に対応するこ

とを大きな柱の一つに据えたことで、少子化対策

は人口減少対策へと飛躍し、子育て期限定ではな

く、全ての労働者のライフステージを対象にする

ことが目指された。さらに、働き方の改革のイメ

ージとして、結婚や家族形成を可能にする「就業

による経済的自立」や雇用形態問格差の解消、短

時間正社員制度の普及などといった労働環境の改

善が示された (r子どもと家族を応援する日本」重

点戦略検討会議，2007)。以上のように、価値観に

拘泥しないとする安倍の発言通り、社会の意識改

輩を強調した「新しい少子化対策」とは異なるニ

ュアンスの報告となった。

こうして、安倍政権の新たな少子化対策はワー

クライフバランス実現に向けて舵を切った。安倍

首相就任当初は、家族の価値再認識のため国民の

意識改草が加速すると推測された。しかし、 「日

本の将来推計人口」が将来の労働力不足を警告し、

また柳沢の「産む機械発言」が大問題に発展した

という偶然の重なりを背景に、少子化対策が環境

整備に力点を戻すことになった。安倍が従来から

考えてきた少子化対策の両輪は、価値観の変革と

家族で過ごす時間の確保であったが、価値観変革

を進めることが困難な状況に追い込まれ、家族と

過ごす時間の確保に絞りワークライ 7パランスの

実現を目指したと考えることができる。

第四節経済界と少子化対簾

本章最後に、近年の経済界の少子化に対するス

タンスを概観する。経営者団体が少子化にどのよ

うに向き合うかは「働かせ方」に直結し、最終的

には働く者の生き方に影響する。そのため経済界

には政府とともに少子化に向けた取り組みが求め

られている。
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まず、 2005年3月経済同友会は提言「個人の生

活視点から少子化問題を考える」を発表した。こ

れは、進歩的な提案を行った1998年5月発表の提

言「少子・高齢化社会への提言ー踏み出そう少子

化対策の第一歩 」を前提に、理想の社会像とし

て多様性の草重・機会均等・自立支援・男女共同

参画型社会を挙げ、 「個人の視点からアプローチ」

したものである(経済同友会，2005)。この提言で

は、世代聞で男女の役割や結婚観の認識が異なる

と述べ、従来の少子化対策が価値観の変化を把握

せず「ベき論」に終始してきたことを批判し、新し

い家族観結婚観を受け入れるか杏か議論する時を

迎えていると指摘した。また「企業にはワークラ

イフパランスに配慮する大きな責任がある」と人

口減少社会への企業側の対応として真正面からワ

ークライ 7バランスに言及した(経済同友会，

2∞5:5-6)。
経済同友会の提言が従来の少子化対策を根底か

ら改める必要性を指摘したのに対し、経団連の各

提言の内容は基本的に従来施策の延長線上にある。

例えば、経団連が2006年5月に発表した「産業界

.企業における少子化対策の基本的取り組みにつ

いて」では、 「出生率の低下に歯止めをかけ、上

昇に転じさせる努力をすることで、できるだけ人

口減少の速度を緩和する」ことを優先し、 「人口

減少を前提とした経済・社会システムの構築」に

関しては、 「国自身があるべき姿を描」くのを待

って検討するとした(日本経済団体連合会ぷ腕1)。

具体的には、両立支援策に加えて働き方の多様性

を提案し、ホワイトカラーエグゼンプションを例

示した。この提案に関して、対象に男性も含むこ

とを強調し、企業に対し特に子育て期にある男性

の働き方の再考を促した。さらにこの提言では、

「新しい少子化対策」を意識し、子どもをもつこ

との意義や家族の重要性に関する意識醸成を図る

ことも盛り込まれた。この提言発表後、安倍政権

が発足し少子化に関連してワークライフパランス

が語られた。政府が将来像を示し始めたことを受

け、 2007年3月経団連は「少子化問題への総合的

な対応を求める一人口減少社会の新しい社会づく
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りに向けて 」を発表した。提言の本論冒頭では、

従来の少子化対策の延長では少子化に歯止めをか

けることはできないと断言し、従来の取り組みと

差別化を図る。ところがその手法は、政府が環境

整備に力点を置いたこととは反対に、「国民の意識

や行動の変革に踏み込み、 〔中略〕国民運動とし

て総合的、抜本的な取組みを推進する」というも

のであった(日本経済団体連合会，2007・2)011子ど

もは社会の宝」という価値観」を共通認識とした

うえで、各企業がワークライ 7バランスを積極的

に推進すべきとした(日本経済団体連合会;2JXJ7君。)。

以上から、経営者団体が従来の少子化対策から

の飛躍に向け行動し始めたことがわかる。しかし

その手法キピジョンは様々であり、経済同友会が

既に1990年代後半から進歩的な提案を行ってきた

のに対し、経団連は多様な働き方の主張とともに

国民の意識改草の徹底を提案することになった。

篇章領域横断的・曲がもたらしたもの

前章まで労働政策、男女共同参画政策、少子化

対策の各分野でワークライフバランスがアジェン

ダ化されていく過程を論じてきた。本章では、ワ

ークライフパランス実現に向けて領域横断的に議

論が行なわれたことがどのような意味を持つのか

検討し結論としたい。

第一節 性別役割分難解消の兆Lと制度実行性の

保E

まず、男女共同参画政策と少子化対策に関して

検討する。第三章で論じたように、男女共同参画

の領域では、パックラッシュ勢力拡大という事態

に対応し少子化対策との関連性を模索することに

なった。この男女共同参画と少子化対策の接近は、

男性の家庭内労働への参加に焦点を当てることに

なり、性別役割分業解消がまた一歩前進する可能

性を示した。また男女共同参画の領域から少子化

対策の領域へワークライフパランスの概念が持ち

込まれたことは、既存の施策の実行力向上に寄与

すると考えられる。



従来、性別役割分業解消に関しては女性の労働

市場参加に力点が置かれ、男性の家庭内労働への

参加は補足的に扱われてきた。 11.57ショック」

以降、女性の就労促進は少子化による労働力不足

への対処として推進され、それに対応して育児期

の両立支援に向けた法整備が開始された。しかし

この「両立支援jも、家庭責任は女性にあるとい

う性別役割意識が根付くなかでは、女性の「二重

責任」化を促しかねないと懸念された(下夷，

2004:21)。女性の就労支援が進むと同時に男性の

家庭内労働への参加が求められるが、具体的な施

策は展開きれなかった。男女共同参画基本計画に

は、男性の家庭・地域生活への参加が盛り込まれ

たものの、囲定的役割分業是正のための広報活動

が中心で実際に男性の家庭・地域生活への参加を

支援する取り組みには触れていなかった(内閣府，

2α)())。そのため「少子化対策プラスワン」により

「次世代育成支援」施策が少子化対策の柱となっ

て男性を含めた働き方の見置しが指摘されたこと

は、男性の育児参加を奨励するメッセージとなっ

た。ただし、少子化対策の一貫で育児期の労働者

に特化されたために、施策の思恵を受けない他の

労働者にまでメッセージは屑かず、固定的役割分

業の解消にはつながらなかった。

その後、男女共同参画がパックラッシュの影響

を受け、 「広〈国民から理解を得る」ため少子化

対策との関連を議論することになった。調査会で

明らかにされた出生率向上と女性就労の相関性は

男性の家庭内労働参加を前提条件としており、男

女共に家庭責任を呆たすような働き方が不可欠と

いう結論に至った。男性も固定的役割分業の下で

は必ずしも希望する生き方をしているわけではな

く、仕事中心の生活を強いられることが多い現状

を踏まえ、仕事以外の活動に参加できるような働

き方を提案することで、男性にとっての男女共同

参画の意味を再確認した。こうして男女共同参画

の分野から登場したワークライフパランスの概念

が、安倍の重視する「家族で過ごす時間の確保」

と結ぴっき少子化対策の分野の柱となった。かつ

て男女共同参画の観点よりも少子化への対応の観

ワークライフパランスをめぐる政治

点から女性の労働市場参加が進んだことと同様に、

男女共同参画が少子化対策と接近してワークライ

フバランスを掲げ、その概念を少子化対策が取り

込み、男性が家庭内労働に参加できる環境整備に

向かうことになった。こうして性別役割分業が両

側面から解消される基盤が揃った。

また、ワークライフパランスが男女共同参画の

分野から主張きれ、少子化対策に波及したことは

「次世代育成支援」より制度の実行力を高めると

予想される。ワークライフパランスの「ライフ」

は育児だけを指すのではなく、働く者の様々なニ

ーズを包含すると考えられている(第三章第五節

ワークライ7バランス定義参照)。ワークライ7パ

ランス実現に向けた施策の展開は働く者全てを対

象としているために、育児はそのニーズのなかで

相対化され、従来利用がためらわれた制度(例え

ば育児休業)も利用しやすい環境に変わることが

期待できる(武石.2006:10)ω。男女共同参画の領

域から広く定義されたワークライフパランスを働

き方見直しの基礎とすることは、多様な生活ニー

ズに寛容な連帯を生み出し、結果的に少子化対策

の実行性を保証することにつながると言える。

第二節効率性偏重脱却の可能性

次に、労働政策と少子化対策がワークライフパ

ランスという言葉で結びついた意味を考える。結

論を先に言えば、効率を求める改革が進んでいた

労働政策の分野が、 「特効薬」のない、経済学的

には非効率な少子化対策の分野と結ぴつくことで、

効率性偏重から労働環境の整備に目を向けるよう

になったと言うことができる。

労働政策の分野でワークライ7パランスを議論

の組上に載せたのは経済財政諮問会議の労働市場

改草専門調査会であった。この調査会は「労働ピ

ツグパン」構想の具体的検討を目的とし、労働法

制効率化の司令塔的役割を課され設置された。こ

の頃、労働政策の実質的決定権力は労働法制の規

制緩和を推進する経営者や経済学者によって独占

され、規制緩和の象徴であるホワイトカラーエグ

ゼンプションが労働に関わる話題の中心となって
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いた。この効率性偏重の流れを変えるターニング

ポイントとなったのが、安倍によるホワイトカラ

ーエグゼンプション構想断念であったと言える。

安倍がホワイトカラーエグゼンプションに積極的

姿勢を見せたのは、ワークライフパランスの実現

(安倍の考えによると家族と過ごす時間の確保)

につながり、少子化対策に資すると理解していた

ためであった。しかし、 「残業代ゼロ法案」に対

する世論の反対は強く、安倍の積極的な姿勢に非

難の声を上げた。そのため法案断念以降、安倍は

ワークライ7バランス実現に関連してホワイトカ

ラーエグゼンプシヨンを語ることはなく、むしろ

ホワイトカラーエグゼンプションとワークライフ

パランスを結び付けたことは一度もないと反論す

ることになった回。こうして、ワークライフパラ

ンスはホワイトカラーエグゼンプションと切り離

されてイメージされることになった。そして、

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会

議の設置で本格的に少子化対策が開始されると、

ワークライフバランスの具体策として格差是正が

提案される。経済的自立の困難はワークライフコ

ンフリクトの典型であり (3)、希望する結婚や出産

を不可能にし少子化を加速させる。格差と少子化

の困呆関係が施策に反映され、ワークライフバラ

ンスには格差是正が前提条件となった。

一方、ホワイトカラーエグゼンプション構想が

断念された後の労働市場改革専門調査会では、安

倍が少子化対策の取り組みとしてワークライ 7バ

ランスに熱意を見せていることを受けて、ワーク

ライ7パランスの検討を開始することになった。

ここでの議論はあくまで「働き手の視点」から行

なわれ、克服すべき「働き手が直面する墜」とし

て就業形態聞の不合理な格差や正社員の慢性的長

時間労働を取り上げた(労働市場改草専門調査会，

2∞7:9)。
以上のような経緯で、少子化対策の観点から安

倍が主張したワークライフバランスが労働政策に

影響し、規制緩和から格差是正等労働環境の整備

へと軸をずらすことになった。この変移プロセス

を決定付けた要因は、少子化対策のなかで経済格
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差が少子化の原因として公認され克服が目指され

たことである。というのも、以前から経済格差と

少子化の因果関係を指摘してきた山田昌弘が、こ

の関係性を公表しようとすると「様々なところか

らストップがかかった」と証言しているように、

従来少子化の要因として経済格差を語ることはタ

ブー視されていた(山田，2007:61)。しかし、この

点について「子どもと家族を応援する日本j重点

戦略検討会議の中間報告は、非正規労働が「経済

的基盤が弱く、将来の見通しが立ちにくいj働き

方であり、結婚や家族形成を困難にしていると記

した (1子どもと家族を応援する日本」重点戦略検
討会議，2007:16)。少子化対策の領域でこうした事

実認識を示し、ワークライフバランスを糸口とし

て少子化対策と労働政策が結びついたことで、労

働環境改善に実効力が付与されたと言うことがで

きる。

第三節安倍政権下での価値観鉛争からの脱出

最後に、男女共同参両政策と少子化対策が接近

し、加えて労働政策がワークライフパランス実現

を目標に掲げたことの意味を考えたい。それは、

三分野の領域横断的議論が価値観紛争を乗り越え

るきっかけになったということであり、これが価

値観対立を先鋭化させた張本人の安倍が政権を担

当した期間に起きたという点が興味深い。本章第

一節と第二節の内容を踏まえつつ、ワークライ 7

パランスの議論により価値観対立が収束に向かい、

並行して労働環境是正が提案された過程を検討し

たい。

既述のように、幹事長代理時代の安倍は、自民

党内にプロジェクトチームを設置するなどしてパ

ックラッシュ勢力を牽引し家族の価値を強調して

きた。官房長官就任後は男女共同参画推進を方針

とする内閣と一体感を保つべき立場上、パックラ

ッシュに積極的に関与することは難しくなったも

のの、政務官プロジェクトチームを立ち上げ活動

を支持しパックラッシュへの一貫した姿勢を見せ

ていた。そのため安倍の首相就任にあたっては男

女共同参画の後退が懸念された([朝日新聞J2006 



年9月27日)。しかし、安倍は男女共同参画の分野

から提案されたワークライフパランスを支持する

ことになった。

このことに関して、官房長官出身の首相の場合、

支持率の急落を防ぐため就任後しばらくは官房長

官時代の発言との整合性を保たなければならず男

女共同参画と対立する姿勢を示すことは困難との

説がある(牧原，2008・92)。官房長官出身の首相は、

制度上一定程度前政権に拘束されるという。確か

に、安倍は首相就任後初の男女共同参画会議で従

来からの見解を示すことはなかったものの、その

後の会議では「家族の価値」の再認識を繰り返し

発言するようになるのであり、首相就任後の安倍

の男女共同参画に対する姿勢を制度構造のみで説

明することはできない。構造の問題に加え、パッ

クラッシュの影響で男女共同参画が少子化対策に

近づき、政策内容の軌道修正を図ったことで妥協

点が生まれたことも一つの要因と考えられる。

第一節で触れたように、男女共同参画会議でも

当初は女性の労働市場参加に力点を置き、男性の

家庭内労働への参加に具体的提案を行えずにいた。

しかし、少子化との関連を採る過程でワークライ

フパランスを提案し、男性も家庭責任を果たせる

ような働き方を目指すことになった。安倍が男女

共同参画会議内で「家族の価値」に言及したのは

仕事と生活の調和に関連する発言のなかであり、

家族と過ごす時聞を確保し、またその他の活動に

参加するための「仕事と生活の調和」は女性だけ

でなく男性にとっても大切だと述べた(男女共同

参画会議第25回議事録)。安倍は家族と過ごす時間

という点からワークライフバランスを実現する働

き方を支持することになり、男女共同参画からの

提案を受け入れることになった。つまり、男女共

同参画推進の立場とパックラッシュ的思考は、労働

市場外の活動を意識した働き方を追求する点で意

見を一致させることができた刷。こうして、男女

共同参画政策と少子化対策の両領域で支持された

ワークライフバランス概念によって、長らく対立

してきた価値観は包摂されることになった。

このように価値観対立が収束へ向かうことと並

ワークライフパランスをめぐる政治

行して、第二節で見たようにワークライフパラン

ス概念により労働環境の是正へと政策が方向付け

られた。安倍自身、政権発足以降成長戦略を支持

する反面で、 2007年に入ると規制緩和と距離を置

く姿勢を見せるようになった。例えば、労働時間

適用除外制度の断念、規制改革会議における「ル

ール整備」の必要性の強調、経済財政諮問会議に

おいて会議メンパーの反対を抑え「働き方を変え

る行動指針」策定を決定したことなどが挙げら

れる(第三章第七節参照)。このことは2006年末

の「将来推計人口」発表で少子化による人口減と

いう現実が突きつけられたことと関連していると

推測される。労働政策決定の場で労働側の影響力

が低下しているにもかかわらず、人目減少の危機

に直面して領域横断的議論が展開され、労働環境

の是正へと舵が切られた曲。

以上のような効果を伴いながら、経済財政諮問

会議、男女共同参画会議、 「子どもと家族を応援

する日本」重点戦略検討会議においてそれぞれ労

働・男女共同参画・少子化対策の三領域からワー

クライフバランスが提唱され、 「経済財政改草の

基本方針(骨太の方針)2007Jに反映された。そ

の後政労使に地方公共団体代表を加えた「仕事と

生活の調和推進官民トップ会議」での議論を経て

2007年12月18日に「ワークライフパランス憲章」

と「行動指針」が策定された。

注

く序章〉

(1)本稿では「ワークライフバランス」を「仕事

と生活の調和」の意味で用いる。本稿が対象

とする期間は政府より具体的な定義が示され

る以前であり、各アクターが多様なワークラ

イフパランス像を描いている。それを抽出す

ることが本稿の目的であるため、敢えて「ワ

ークライフバランス」を詳しく定義せず、ア

クター聞でも一致している「仕事と生活の調
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和」という意味に留めて論じていくこととす

る。

(2)本稿では「ワーク・ライフ・バランス」と表

記する箇所がある。この表記は政府文書で主

に用いられるため、引用する場合などはこれ

に従った。

(3)三領域からの提言は以下のものである。労働

政策に関しては、経済財政諮問会議労働市場

改革専門調査会による rr働き方を変える、日
本を変える」ー{ワークライ 7パランス憲章}

の策定 JJ、男女共同参画政策に関しては、

男女共同参画会議仕事と生活の調和(ワーク

・ライフ・パランス)に関する専門調査会に

よる rrワーク・ライフ・バランス」推進の基
本的方向中間報告多様性を草重し仕事と生

活が好循環を産む社会に向けてー」、少子化対

策に関しては、 「子どもと家族を応援する日

本」重点戦略検討会議による rr子どもと家族
を応援する日本」重点戦略検討会議各分科会

による「議論の整理」及ぴこれを踏まえた「重

点戦略策定に向けての基本的考え方」につい

て(中間報告)Jである。

く第一章〉

(1)反貧困ネットワーク事務局長やNPO法人自立

生活サポートセンター・もやい事務局長など

を務める湯浅誠は、雇用のネットから落とさ

れるとセーフテイネットからも排除され貧困

に陥ってしまう現状を「すべり台社会」と呼

んでいる(湯浅，2008:30)。

(2)向調査において、一方では統計上最高額の区

分に当たる年収2000万円以上に該当する者も

また毎年増加している。

(3)平成17年度厚生労働省「賃金構造基本統計調

査」によると正社員と非正社員の所定内給与

格差は男性100対64、女性100対70である。ま

た、総務省「労働力調査」の長期的統計によ

ると非正規労働者は2003年に30%を超え現在

もまだ増加傾向にある。

(4)総務省「労働力調査」から年齢別に非正規労
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働割合を見ると、 15-24歳は平成19年時点で

46.4%、25-34歳は31.2%である。 20年前には

それぞれ17.2%、10.7%であり、急激に増加し

てきたといえる。また、性別で分けて見ると、

女性全体の非正規労働割合は、 20年間で約18

%も上昇し平成19年時点で53.5%となっている。

一方男性全体では平成19年時点で18.3%が非正

規労働者として働いている。

(5)厚生労働省の平成19年度「精神障害等の労災

補償状況Jによると、 30代の請求件数が最も

多い。また、労働時間に関しては、男性の20

代後半から30代後半に週60時間以上労働割合

が著しい。また、週60時間以上労働者を雇用

形態別に見ると正社員の割合が最も高いもの

の、最近は派遣社員の事j合も増加している(厚

生労働省2∞の。

く第二章〉

(1)規制緩和要求の初期、 1995年には第一章で触

れた日経連の「新時代の『日本的経営JJが提
案きれ、以後規制緩和を進める基礎となった。

(2)規制改革を担う組織は次のように名を改めつ

つ現在に至っている。 1995年から規制緩和小委

員会→規制緩和委員会→規制改革委員会→総合

規制改革会議→規制改革・民間開放推進会議→

規制改革会議となっている(五十嵐z∞8b坦6)。
(3)総合規制改革会議と経済財政諮問会議は、前

者が実際に規制改革を進め、後者がそれを後

押しするという関係である。経済財政諮問会

議の民間議員がrr節目節目に総合規制改革会
議からの報告を受け、定期的に規制改革の集

中討議を行なうべきである」とペーパーに書

いて提言し」た2002年目月から両者は本格的

連携を始めた(大田z∞6:66)。
(4)第2回検討会議から「働き方を巡る諸問題と

その背景」を議論し、その後第6回以降のテ

ーマは、 「処遇均衡J(第6回)、 「キャリア

形成・展開J(第7回)、 「賃金J(第8回)、

「労働時間J(第9回)、 「就労場所の多様化、
健康確保、退職金J(第10困)と多様である。



(5)この論調は一部マスコミでも紹介されホワイ

トカラーエグゼンプションの一つの見方を提

示することになった。日本経済新聞2006年7

月23日付では、ホワイトカラーエグゼンプシ

ヨンについて「実現すれば、ホワイトカラー

社員は裁量が広がるため、例えば育児を優先

して一日に四時間だけ働く日を設けるなど、

仕事の繁閑を見極めながら自主的に労働時間

を決められるようになる。」と説明している。

(6)昭和電工会長大橋光夫(日本経団連評議員会

副議長)による発言(岡村正ら，2007)。

(7)東芝会長岡村正(日本経団連副会長・経営労

働政策委員長)による発言(岡村正ら，割削7)。

(8) r労働契約法制および労働時間法制の在り方
について(案)Jに向けられた労使それぞれの

主張は以下のようなものである。労働時間法

制に関していうと、労働側は「新しい自律的

な労働時間制度」そのものに反対であり、そ

れには制度の対象となる年収要件が400万円と

当初考えられていたことも大きく影響してい

る。一方、経営側にとっては時間外労働の抑

制策として割り増し賃金が引き上げられるこ

とが反発のー要因となった(労研編集委員会，

z∞7)。
(9)一方、労働時間適用除外制度とセットで議論

されてきた長時間労働是正のための残業代割

増率引き上げについては労働基準法改正案に

盛り込まれ、最低賃金の引き上げを目指す最

低賃金法改正案、パート労働法改正などとと

もに国会に提出された (r朝日新聞J2∞7年1
月18日、 2月7日)。こうして労働側の求める

法案のみを分離した背景には、 「格差是正」

に向けて動き出した民主党への抵抗という、

与党の選挙対策の意味合いもあった (r朝日新

聞J2∞7年1月17日、 1月18日)。
(10)連合が春闘方針に初めて「仕事と生活の調和」

を盛り込んだのは前年の2005年春闘方針であ

った。ここでは「仕事と生活の調和がはかれ

る公正な働き方の実現を中期的にめざす」と

記述され、未だ具体的提案には乏しかった(日

ワークライフパランスをめぐる政治

本労働組合総連合会z∞4)。
(11)雇用・生活調査会会長である川崎二郎衆議院

議員は、 「自民党は非正社員の声を代弁した

い」と語り、経涜財政諮問会議について「ひっ

くり返った議論をしている」と非難した([朝

日新聞J2【脱年12月14日)。

(12)労働時間適用除外について、 「法改正はきわ

めて慎重に対応しなければならない。経営者

は人件費の削減ばかりではなく、従業員が報

われるような雇用環境の整備にもっと力を入

れるべきだ。J(丹羽雄哉総務会長)(鈴木，2007)、

「法案提出の前に、本当にサラリーマンのた

めになると国民に理解きれないといけない。

説明責任(を呆たすこと)が、経営者も政府

も十分ではないJ(中川秀直幹事長) ([毎日新

聞J2ω7年1月8日)などの意見があった。

く第三章〉

(1)第二章で見たように労働時間適用除外制度導

入断念を機に規制緩和の風潮が弱まりつつあ

るが、その断念後に発表された著書のなかで

も八代は「男女共同参画社会を目指した改革

の大きな柱は「競争政策」であり、現在の日

本の経済社会にとって不可欠な多くの構造改

革と基本的に共通したもの」と述べ競争社会

実現への執念を見せた(八代z∞8)。
(2)憲法改正のたたき台として自民党憲法改正プ

ロジェクトチーム坤呼宇成した「論点整理(案)J

は、家族扶助の義務化を提案し、かつ権利規

定の項目で「婚姻・家族における両性平等の

規定(現憲法24条)は、家族や共同体の価値

を重視する観点から見直すべきであるjとし

た。しかし、この動きに対し危機感を持った

女性団体が、改正反対ネットワーク rSTOPI

憲法24条改悪キャンベーン」を立ち上げ大々

的に批判を行ったこともあり、以後の草案で

は条文そのものの見直しは見送られた(竹信.

2005)。

(3)これらプロジェクトチームの活動については

自由民主党ホームベージのニュースを参考に
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した。

(4)第四章で詳述するが同年には、性別役割を前

提とする家族を重んずる議員らによる「少子

化社会対策基本法」が成立した。この法律は

少子化対策として両立支援に取り組む際の根

拠法であり、成立を契機に「男女共同参画の

観点」からは遅々として進まなかった両立支

援が、 「少子化対策の観点」から強力に推し

進められることになった(荻原，2006:236)。

(5)小泉は、岡第15回会議で第三次男女共同参画

基本計画の方向性について「少子化対策など

関連する施策と両立を図り、世代や性別を超

えて広く園民に理解を得られるものとなるよ

うにお願い申し上げます」と語った。少子化

対策と結びつける方針を採用した背景には、

男女共同参画を受け入れないパックラッシュ

勢力の存在が伺える(男女共同参画会議第15

回議事録)。

(6)1991年5月に育児休業法が成立し、 1995年に

は育児介護休業法なった。さらに2001年11月

には改正法が成立した。

(7)従来の働き方の男女格差が解消されないまま、

男性の階層分化が発展してきたことにより昨

今格差社会論が台頭してきた。従来主に女性

の働き方とされた非正規雇用に男性が就かざ

るを得ない格差社会の到来に漠然と不安を持

つ人々が男女共同参画を諸悪の根源と考えパ

ックラッシュに加担した。現在の格差社会論

は、従来の性別分業を背景にした男女格差の

認識を引きずり非正規雇用への差別意識を伴

っている点で過去と連続しており、またパッ

クラッシュ勢力の拡大とも密接に関連してい

る。

(8)ただし、決して非正規雇用の低処遇に女性が

甘んじていたわけではない。待遇改善を目指

し組織化を行って、訴訟提起、政策提言、省

庁との交渉、国会審議での参考人発言など徹

底的に闘ってきた。女性ユニオンのほか、北

京JAC、アジア女性資料センター、ワーキン

グ・ウイメンズ・ネットワー夕、均等待遇ア
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クション21など多数の団体によって活動が進

められてきた。

(9)格差社会論が就業形態間格差を中心に論じる

ために、もはや女性政策として格差を語る必

要性は失われたという意見もある。しかし、

格差社会の裏では非正規労働者増加の加速度

合いの男女格差が依然存在し、また非正規労

働の低処遇のルーツは、男性が正規雇用・女

性が非正規雇用という従来の働き方の男女格

差にある。現状の格差社会を打開する道筋を

つけるためにも、女性という切り口で格差を

論じる意義は存在すると考える。

(lO)なお、高市は少子化・男女共同参画の他に、

沖縄及び北方対策、科学技術政策、イノベー

ション、食品安全と多様な任務を割り当てら

れた。

(11)また、新内閣の政策方針を踏まえて行なわれ

た自由民主党・公明党連立政権合意のなかで

も、少子化対策と再挑戦可能な社会はセット

で一つの項目として掲げられているが、男女

共同参画については一言も触れられていない

(安倍、太田，2006)。続く福田政権発足時の合

意では少子化対策と別項で男女共同参画が明

示されていることと対照的である(福田、太

田z∞7)。
(12)調査会会長佐藤博樹は調査会の方向性につい

て以下のように述べている。 I少子化対策と

の絡みでワーク・ライ 7・バランス議論され

ることが多いんですけれども、ここでは別に

少子化対策、少子化を解消するためにワーク

.ライ 7 ・バランスを議論するということが

主たる目的ではないと。もちろんワーク・ラ

イ7・バランスが実現できる社会ができれば、

少子化をもたらした要因の解消になることは

もちろん間違いないと思いますけれども、そ

れ自体が議論の主たる目的ではないというふ

うには考えています。J(仕事と生活の調和(ワ

ーク・ライフ・バランス)に関する専門調査

会第1回議事録)

(13)同じく第1回の調査会で、男女共同参画会議



議員でもある鹿嶋敬によりワークライフバラ

ンスを男女共同参画の枠組みで考える必要性

が以下のように示された。

「ワーク・ライフ・パランスは男女共同参画

という中でやるということが非常に大事なこ

とだと思うんですね。(中略〕ここでのワー

ク・ライフ・パランスは男女共同参画社会の

形成という視点が大事であって、 〔中略〕お

父さんは働いてお母さんは子育てをするとい

うのも、これは従来から行われているワーク

.ライ7・バランスだと思うんですけれども、

それをなかなか納得できないような女性が増

えてくる中で、じゃあ、どうするかという基

本的な問題がこの背景にあると思うんですね。」

(仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラ

ンス)に関する専門調査会第1回議事録)

(14)当時紀陸は、少子化対策委員会・国民生活委

員会などを含む経済第三本部と経営労働政策

委員会などを含む労政第一本部、さらに人事

労務管理委員会などを含む労政第二本部を束

ねる立場にいた(日本経済団体連合会，2006)。

(15)第4回調査会では、経団連の経労委報告にワ

ークライフパランスが盛り込まれた経緯とそ

の目的についての質問があった。これに対し、

紀陸は、 「本当を言うと、これ[ワークライ

フパランス 著者注]を使いたくなかった」

と語った。多義性をもっワークライフパラン

スという言葉が「便利な言葉」であるとし、

それゆえ徐々に人口に槍炎してきたために盛

り込んだと経緯を明かした。(仕事と生活の調

和(ワーク・ライフ・バランス)に関する専

門調査会第4回議事録)

(16)例えば、 「長時間労働が悪いのだから長時間

労働をなくせば、我が杜の生産性上がります、

そんな単純な議論というのはないですね。J(仕

事と生活の調和(ワーク・ライ7・パランス)

に関する専門調査会第5回議事録)I大体日本

人は、まさに自立的に働こうというところが

非常に弱いじゃないですか。(中略〕自立・

自助とかというのが乏しい中で、企業の方だ

ワークライフパランスをめぐる政治

け変えてくれという、そんなトーンになるの

は、そこが偏りがあると我々は申し上げてい

るんですよ。J(仕事と生活の調和(ワーク・

ライフ・パランス)に関する専門調査会第6回

議事録)

(17)連合側はワークライフパランスに対する基本

的考えを示す際に、少子化対策を目的として

性別役割を前提に女性の子育て支援を行なう

「狭い意味での調和」と、誰もが安心して働

き暮らせる社会実現を目的として、性別役割

を見直しかっ特に男性の生活時聞を確保して

男女ともに仕事と生活を調和させる「広い意

味での調和」を対置させ、後者を採用した。

これは「少子化と男女共同参画に関する専門

調査会」がワークライフバランスを政策提言

したときの認識と同様である。

(18) Iデイーセントワーク」とは1999年にILOの

正式目標に掲げられたもので、 「働きがいの

ある人間らしい仕事」と日本語に訳され、「権

利が保障され、十分な収入を生み、適切な社

会保護(疾病、出産、業務災害、失業、障が

い、高齢等による経済的困窮から救うための

公的措置)、社会対話(政労使・労使関の交渉

・協議)が保障された生産的な仕事」と説明

されている(日本労働組合総連合会Z∞8)。
(19)ILOによると、ディーセントワークは、 「家

族の安定」の源となり、また「すべての男女

のための機会と待遇の平等」を保障すること

を基本とする (ILO広報局)。こうして、デイ

ーセントワーク概念の登場により、性別分業

を基礎に育児介護といったケア労働を障壁と

みなしてきた従前の働き方を改め、ケア労働

を男女で共有する働き方が国際的目標になっ

た(竹中，2005:12)。しかし反対に日本では、

ケア労働を排除した従来の男性の働き方を女

性に拡大する方向で法改正が進んだ(例えば

男女雇用機会均等法改正に伴う労基法の女子

保護規定全廃)。そのため竹中は、規制緩和が

相次ぐなかで、デイーセントワークに照らし

た働き方の代替案を積極的に提示してこなか
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ったと労働運動を批判し、労働と余暇にケア

も含めた時間概念に基づく「フェミニスト時

間政治」を労働運動のなかに定着させる重要

性を指摘していた(竹中.2005:17-19)。本調査

会にて、連合側から2004年に男女雇用機会均

等法改正要求の中で「仕事と生活の調和」を

取り上げて以降、春闘方針にも採用し、連合

の活動の核に「仕事と生活の調和」を据えた

ことが報告され、ディーセントワークそのも

のの主張も見られたことは、この「フェミニ

スト時間政治」への接近を証明していると言

える。

く第四章〉

(1)その他には、地域における子育て支援、社会

保障における次世代支援、子どもの社会性の

向上や自立の促進が挙げられた(厚生労働省，

z∞2)。
(2)少子化対策の文脈であるため、 「ライフ」に

関しては子育て中心の家庭生活に限定される

が、 「働き方の見直し」という視点が盛り込

まれた「少子化対策プラスワン」は「ワーク

・ライフ・パランス施策へと展開する礎」と

評価されている(高畠.2008:18)。

(3)その後2003年7月16日に「次世代育成支援対

策推進法」は成立した。

(4) 1998年、首相主宰の「少子化への対応を考え

る有識者会議」がまとまた提言「夢ある家庭

づくりや子育てができる社会を築くために」

では、ライフスタイルに関して「結婚や出産

は当事者の自由な遷択に委ねられるものであ

り、社会が個人に対し押し付けてはいけない」

「出生率上昇のためには女性が家庭に戻れば
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良いとするのは非現実的。男女共同参画杜会

の理念に反するとともに、労働力人口が減少

に転じる見通しの中で、女性の就労機会を制

限することは不適切・不合理である」と明記

した。また、 「少子化対策プラスワン」作成

作業と同時期に開催された厚生労働大臣主宰

の有識者会議「少子化社会を考える懇談会」

による 11子どもを育てたい、育てて良かった
と思える社会をつくるーいのちを愛おしむ社

会へ 」中間とりまとめ」では、少子化対策

への対応を進めるにあたり、①「子どもの数

だけを問題にするのではなくJ["子どもにと

っての幸せの視点」から取り組むこと、②「産

む産まないは個人の選択」であり、 「子ども

を持つ意志のない入、子どもを産みたくても

産めない人を心理的に追い詰めることになっ

てはならないこと」、③「多様な家庭の形態や

生き方に配慮」することが留意点に挙げられ

た。

(5)少子化社会対策基本法は、 1999年議員立法と

して衆議院に法案が提出されるも継続審議と

なり、その後の衆議院解散により廃案になっ

た。その後初01年に再提出され、またも継続

審議となるが、 2003年7月にようやく成立し

た(内閣府z∞4第5章)。
(6)その他には、親に対する子育ての第一義的責

任の強調は子どもがいる家庭像のみを理想化

L他のライフスタイルを否定する、生命の尊

厳についての教育啓発は妊娠中絶の禁止につ

ながりかねないなどの批判があった(浅倉，

2003刷。

(7) ["SOSIllREN女(わたし)のからだからJ["か

らだと性の法律をつくる女の会J["ふえみん婦

人民主クラブ」などが署名活動を行ない法案

反対の要望書を提出した(浅倉，2003:70)。

(8)反対の声が高まり、法案は、 「もとより、結

婚や出産は個人の決定に基づくものではある

が」という文言が追加され、また原案の「生

み育てる」という箇所は女性にのみ育児責任

があることを想像させるため「生み、育てる」

と修正され成立した(浅倉.2003:69)。それで

も男女共同参画推進派からは少子化社会対策

基本法が「異質なベクトIレ」を含むと指摘さ

れている(大沢Z∞7:160)。
(9)八木は法案づくりに着手した保守派議員たち

と志を同じくすると「敬意」を表しつつ、こ

の法案が完成するまでの過程でフェミニズム



圧力のもと官僚が手を加え議員らも知らぬう

ちに内容が変えられたという意味で「フェミ

ニズム法案」と述べている(入木，，20∞:164)。
(10)猪口自身も自らの方針に官僚の抵抗があった

ことを吐露している。乳幼児加算という独自

の提案について「新制度創設に異論を唱えた

のは、新設の大臣職の使命が省庁横断的なも

のであるということを受け入れない一部官僚

機構であった」と述べている(猪口，2007)。

(11)山谷は、少子化・男女共同参画を同時に担当

する猪口と対極的な考えを持ち、 「家族・地

域の鮮再生」政務官プロジェクトチーム発厄

以前の第二次男女共同参画基本計画策定時に

は「ジェンダー」表記を巡って猪口と対立し

た経緯があった ([朝日新聞J2005年12月14
日)。この山谷が内閣府大臣政務官に就任した

背後には安倍の推薦があったと7ェミニスト

の上野千鶴子は指摘している(上野.筑J(6)。

(12)猪口は乳幼児手当など経済的支援を重視し、

働き方の見直し・地域や家庭の子育て支援を

重視する有識者委員と対立した <r朝日新聞1

2∞6年5月21日)。
(13)公明党は「仕事と生活の調和推進基本法J(仮

称)の制定に向け積極的に作業を進めた。

2006年5月から「仕事と生活の調和推進基本

法検討ワーキングチーム」が始動し、本稿第

二章で触れた「仕事と生活の調和に関する検

討会議」報告書に関して厚生労働省からヒア

リングを行なったり、中小企業団体との意見

交換などを行なったりした。また、公明党は

安倍首相就任の所信表明演説に対する代表質

問でも「仕事と生活の調和推進基本法J(仮称)

を取り上げた(公明党ホームページ参照)。

(14)この発表以前の2006年11月15日に開かれた厚

生労働省社会保障審議会人口部会では、人口

問題研究所から将来出生率が前回推計の1.39以

下になることが明らかにされていた。との部

会では厚生労働省から人口推計とは別に少子

化対策の効果が上がった場合の将来人口を試

算する方針が示された<r朝日新聞J2006年11
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月15日)。このタイミングで厚生労働省が動い

たのは「少子化対策への政策論議」が盛り上

がることを狙つてのことだった([朝日新聞』

2∞7年1月19日)。試算の結果は、国民が希望
通り結婚・出産した場合、出生率は1.75まで回

復可能と予測した。この結果を受け、社会保

障審議会が作成した報告書には、国民の希望

を叶えるための少子化対策として若年者の正

規雇用促進、長時間労働の是正を盛り込んだ

([読売新聞J2007年1月27日)。以上より、

経済財政諮問会議によって政策の方向性を決

定され、労働政策の側面からは実現可能性の

低い内容を少子化対策の側面から主張してい

こうとする厚生労働省の意図がわかる。

(15) 1産む機械発言」問題の経過の詳細は以下の

通りである。

1月27日松江市で関かれた自民党県議の集会

において、柳沢は 115から50歳の女性の数は

決まっている。産む機械、装置の数は決まっ

ているから、機械と言うのは何だけど、あと

は一人頭で頑張ってもらうしかないと思う」

と述べた<r毎日新聞J2007年1月28日)。こ
の発言に対し各方面から批判が相次いだ。 29

日には女性議員有志が柳沢に対して辞任要求

を行い、続いて翌30日には民主党・社民党・

国民新党三党が結束して柳沢の罷免要求を安

倍に宛て、辞任しない限り予算審議に応じな

いことを表明した([毎日新聞J2007年1月31
日)。女性団体や連合からも抗議の声が上がり

([毎日新聞J2007年1月30日)、遂には参院

選への影響を警戒し与党内からも辞任論が噴

出した<r毎日新聞J2007年1月31日)。しか
し、前年12月本関税制調査会会長、佐田行革

担当大臣の二人が相次いで辞任しており、こ

れ以上辞任者を増やすわけにはいかない安倍

は、柳沢に対L1不適切な発言のないように」

と注意し([毎日新聞J2007年1月29日)、参

院本会議で「厚労相の発言は極めて不適切で、

厳重に注意した。多くの女性の心を痛めたこ

とに対し、私も深くおわび申しょげます。」と
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謝罪する一方で、柳沢の辞任には頑なに否定

を続けた (r毎日新聞J2007年 1月31日)。そ

のため、 1月31日以降野党欠席の状態で2006

年度補正予算審議が行われた([毎日新聞1

2007年2月1日)。野党が審議拒否という戦衡

をとった背景には、 4月の統一地方選の前哨

戦とも言われる愛知県知事選、北九州市長還

が2月4日に控えており、自民党に圧力を与え

るという意味も含まれていた([読売新聞1
2007年2月1目、 『毎日新聞J2月4日)。そ

こで、自民党も柳沢の進退問題は遷挙後に決

着をつけることとし([毎日新聞J2007年2月

2日)、柳沢自身はその問謝罪を繰り返した

([読売新聞J2007年2月3日)。そして行わ

れた選挙では与党の一勝一敗という結果に終

わり、政府・与党は柳沢の続投で一致した

([毎日新聞J2∞7年2月5日)。これを受け、

野党3党は2月7日から審議復帰を決定する。

ただし、復帰には衆参両院で少子化問題など

の集中審議を行うことを条件とした (r毎日新

聞J2∞7年2月7日)。
(16)また、川内は雇用問題を少子化の観点から追

及するなかで、安倍のホワイトカラーエグゼ

ンプションに対する姿勢を問いただし、安倍

から「いわゆる自己管理型労働制、ホワイト

カラーエグゼンプション〔中略〕が少子化対

策にいいということを言ったことは一回もあ

りません。J[長時間労働については見直しを

しなければいけない、その中において労働法

制を見直していかなければいけない、働き方

一般については、働き方を考え直していくこ

とは少子化の観点からもいい、こういう議論

をした、こういう答えをしているわけであり

ます。Jとの発言を引き出した。安倍の2ゆ07年

1月5日の発言は、経済界の論理を鵜呑みに

したものであったが、結局のところ安倍が重

視していたのは家族と過ごす時間の確保であ

り、ホワイトカラーエグゼンプションをその

手段の一つ程度に捉えていたことが分かる。

(17)ワークライフパランスについて検討する「働
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き方の改革分科会」では、長谷川三千子委員

から「家族単位」ワークライフパランス(一

家を養う男性と専業主婦の女性がそれぞれワ

ークとライフを担当する)が提案され、男女

共同参画と少子化対策を対立的に捉える見解

が示された(長谷川.2007a:3)。しかし、他の

委員は家族の変容を前提にした議論を展開し

長谷川に批判的姿勢を示し、結果として「個

人単位」のワークライフバランスが採用され

た。長谷川自身自らの問題意識が分科会で「素

通り」されたと証言している(長谷川2∞7b)。

く終章〉

(1)現在は育児支援メニューが充実している大企

業であっても、支援の恩恵を受ける者がいる

反面、その他の者にはその鍍寄せが生じてい

る状況にあり、制度を利用することに負い目

を感じる労働者は多い(後藤2∞7)。

(2)第四章の注16参照。

(3)ワークライフコンフリクトとは、 「労働者が

仕事と生活の調和を図るにあたり、希望を満

たすことができないという葛藤」を指す([子

どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会

議Z∞7:17)。
(4)パックラッシュの要素を盛り込んだ東京都荒

川区男女共同参画条例案の起草に、男女共同

参画社会懇談会会長として携わった林道義も

働き方について言及している。教育再生会議

の報告書に向けた意見のなかで、家庭教育の

前提に「親が子供に向き合う時聞を確保する

こと」を挙げ、さらに「固の労働政策や企業

経営者の意識を変えること」が必要と述べた

([読売新聞J2∞7年5月12日)。
(5)堀江は、女性政策を論じた著書で、労働運動

の劣勢にかかわらず、政策領域間の連闘が意

識されるなかで労働条件向上に資する改革が

実現する可能性があると述べていた(堀江.

2005:378)。労働側の影響力低下の中でもワー

クライフバランスをテーマに労働、男女共同

参画、少子化対策が結びついて労働環境の是
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